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平成29年第３回白石町議会定例会会議録 

 

 会議月日  平成29年６月13日（第５日目） 

 場  所  白石町役場議場 

 開  会  午前９時30分 

 

１．出席議員は次のとおりである。        

     １番  友 田 香将雄      ９番  吉 岡 英 允 

     ２番  重 富 邦 夫      10番  片 渕   彰 

     ３番  中 村 秀 子      11番  草 場 祥 則 

     ４番  定 松 弘 介      12番  井 﨑 好 信 

     ５番  川 﨑 一 平      13番  内 野 さよ子 

     ６番  前 田 弘次郎      14番  西 山 清 則 

     ７番  溝 口   誠      15番  溝 上 良 夫 

     ８番  大 串 武 次      16番  片 渕 栄二郎 

 

２．欠席議員は次のとおりである。 

    な  し 

 

３．地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者は次のとおりである。 

   町    長  田 島 健 一    副  町  長  百 武 和 義 

   教  育  長  北 村 喜久次    総 務 課 長  松 尾 裕 哉 

   企画財政課長  井 﨑 直 樹    税 務 課 長  木 下 信 博 

   住 民 課 長  門 田 和 昭    保健福祉課長  大 串 靖 弘 

   長寿社会課長  矢 川 又 弘    生活環境課長  門 田 藤 信 

   水 道 課 長  喜 多 忠 則    下 水 道 課 長  片 渕   徹 

   農業振興課長  堤   正 久    産業創生課長  久 原 浩 文 

   農村整備課長  山 口 弘 法    建 設 課 長  荒 木 安 雄 

   会 計 管 理 者  小 池 武 敏    学校教育課長  吉 岡 正 博 

   生涯学習課長  千 布 一 夫    農業委員会事務局長  西 山 里 美 

   白石創生推進専門監  久 原 雅 紀    主任指導主事  石 橋 佳 樹 

 

４．議会事務のため出席した事務局職員は次のとおりである。 

   議会事務局長  小 栁 八 束 

   議 事 係 長  中 原 賢 一 

   議事係書記  峯   茂 子 

        

５．会議録署名議員の指名 会議録署名議員に次の２人を指名した。 

     10番  片 渕   彰      11番  草 場 祥 則 
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６．本日の議事日程は次のとおりである。 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 一般質問 

 

        ５．片渕 彰議員 

         １．有明海沿岸道路の整備について 

         ２．ふるさと納税について 

 

        ６．中村秀子議員 

         １．小中学生のスポーツ活動について 

         ２．空き家対策について 

         ３．女性の活躍の在り方について 

 

        ７．友田香将雄議員 

         １．地域で高齢者を見守る取組みについて 

         ２．ＩＣＴの利活用とプログラミング教育について 

         ３．行政情報の発信と意見公募手続きについて 

 

        ８．重富邦夫議員 

         １．農業の振興について 

         ２．防災計画について 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

９時30分 開議 

 

○片渕栄二郎議長 

 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 暑い方は上着をお取りください。 

 昨日の溝口誠議員の一般質問に対する答弁の中で一部訂正をしたいと生活環境課長

から申し出があっておりますので、これを許可いたします。 

 

○門田藤信生活環境課長 

 昨日の一般質問の中で不法投棄の防止対策についてということで御質問があってお

りました。この中で２番目の町内における不法投棄の現状について問うという中で、

まず第１点目ですけども、この罰則規定の中で個人の場合、５年以下の懲役もしくは

1,000万円の罰金というふうなことで申しておりましたけども、正しくは５年以下の

懲役もしくは1,000万円以下の罰金ということで訂正をさせていただきたいと思いま

す。 
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 それと２点目なんですけども、これは質問の３番目で不法投棄の撤去と不法投棄を

防止する対策について問うということで、この中で答弁として廃棄物の処理及び清掃

に関する法律において清掃の保持等ということで昨日答弁をいたしておりましたけど

も、正しくは清潔の保持等ということで規定されておりますので、この２点を訂正し

ておわびいたしたいと思います。 

 

○片渕栄二郎議長 

 ただいまの発言訂正の申し出については、会議規則第62条の規定に準じ、これを許

可することといたします。 

 申し上げます。溝上良夫議員から離席の届け出があっておりますので、報告いたし

ます。 

 

日程第１ 

○片渕栄二郎議長 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議規則第119条の規定により、本日の会議録署名議員として、片渕彰議員、草場

祥則議員の両名を指名します。 

 

日程第２ 

○片渕栄二郎議長 

 日程第２、これより一般質問を行います。 

 本日の通告者は４名です。順次発言を許します。片渕彰議員。 

 

○片渕 彰議員 

 皆さんおはようございます。 

 私が本日のトップとして質問をいたしますが、大きく２点質問をさせていただきた

いと思っております。 

 まず最初に、通告どおりですね、沿岸道路の整備について。これ、県の事業でござ

いますが、その後の質問についての重大なところがありますので、お答えをいただき

たいと思います。 

 この沿岸道路整備については、以前井﨑議員も詳しく質問されておりましたけど、

今回は盛り土ということで、その１点で質問をさせていただきます。 

 今、佐賀福富道路の試験盛り土は山土を利用しているが、福富鹿島の整備区間の盛

り土について山土を利用する計画になっているかどうかお尋ねいたします。 

 

○荒木安雄建設課長 

 片渕議員の盛り土に山土を利用するかという御質問でございます。 

 佐賀福富道路の福富区間は現在試験盛り土を実施中で、盛り土材として武雄市の山

土の新規土と嬉野で行われている県道の掘削工事で発生した山土を搬入して実施され

ていると聞いております。議員おっしゃいます福富鹿島道路の整備区間については、



- 4 - 

福富区間より有明粘土層が厚いことから、現在軟弱地盤対策工法の検討や道路設計等

などが行われているところでございます。つきましては盛り土材に山土を使用すると

いう計画までは至っていない状況でございます。 

 以上でございます。 

 

○片渕 彰議員 

 ありがとうございます。 

 それでは、大事なところに移りたいと思っております。 

 福富鹿島道路についてのお尋ねでございます。福富鹿島道路については、前回先ほ

ども申しましたように井﨑議員の質問の折にいろいろ資料を取りそろえていただいて

おります。有明粘土層ということで深層改良が必要だということで、工法的なことも

今上げていただいてるわけです。これはコラム方式にした一つのコンクリート柱みた

いなこれを1.5メーターから２メーター範囲に柱をつくっていくような工法もお伺い

しております。そこで、福富鹿島道路の地層は軟弱な、有明粘土層が非常に厚いため、

深層混合、セメント改良を用いた改良を行うということで計画されております。白石

平野では規範的な農業排水、これ270キロと書いておりますが280キロの訂正をお願い

します、280キロ整備されております。その水路に堆積した泥土を深層改良処理で改

良した地盤の盛り土に活用できないかということで、そうした場合に受け入れる土の

基準ですね、改良した土の基準あたりが決まっているかどうかお尋ねします。 

 

○荒木安雄建設課長 

 受け入れ基準の御質問でございます。有明海沿岸道路工事の盛り土材の受け入れ基

準について申し上げます。 

 現在行われている有明海沿岸道路工事では、受け入れ土を改良土、普通土に分けて

受け入れられております。改良土とは河川工事のしゅんせつ等で発生したものに石灰

系改良材を混合した土のことをいい、普通土とは地山の掘削などのそのままで受け入

れ基準を満足する土のことをいいます。盛り土工事における品質確保の観点から一現

場から搬出される土量が1,000立方メートル以上から受け入れることになっておりま

す。強度については現場搬入時点での強度がコーン指数で1,200キロニュートン／平

方メートル以上を確保しなければ受け入れができないそうでございます。また、有害

な成分を含む土砂は受け入れられないとお聞きいたしております。 

 以上でございます。 

 

○片渕 彰議員 

 今の基準をお伺いしますが、コーン指数で1,200ということでございますが、大体

石灰処理を行った場合、良質の泥でありましたら立米30キロぐらいの添加率で補うこ

とができると思いますが、30キロか40キロですね、そうした場合は仮に石灰がトンあ

たり２万円とした場合が30キロか40キロというのは、もし30キロでその値を満足する

ということであれば600円です、添加剤だけで判断したら。ですから、山から自然を

景観を損なうよりも、ここにある水路にある泥、これを石灰処理して、これセメント
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処理したときは少し体積が変化しますので、盛り土には向かないと思いますが、石灰

処理した分は盛り土には十分通用するんじゃないかと思っております。そこで、

1,200キロというのは、30キロを例に挙げましたけど、これはあくまでも泥の試験を

しないとそのような数値は求められるもんではないと思っております。そこで、私は

これどうしてここに議会に上げたかというのは、一番白石平野としては一番大事な農

業ですね、昨日も皆さんが申しましたように農業問題が一番重要なところでございま

す。今、地域では水と環境で補助をいただいて水路関係の仕事をさせてもらっており

ます。泥土とか杭柵とか。しかし、この鹿島福富道路については、もっと後の問題と

思っておりますが、そのときには今工事のほうも土地改良から発注されてあるその暗

渠排水工事ですね、暗排工事、これの補助のほうを暗渠排水を入れて、しかし最終的

に出てくるのは水路ですよ、水路に水が流れるようにせんといかん。でも、水路の堆

積をずっとしてきたら、その暗渠排水の工事すら何の役も立たないというようなこと

がありますので、自然と泥土はたまるもんでしょうが、今はいいでしょうけど、今後

そういうことで泥をどういうふうにして撤去するかというのは大きな問題と思ってお

ります。そこで、鹿島道路の整備に合わせて町は水路のしゅんせつや泥土、仮設置き

場の整備をすることによって水路の堆積問題も解消されるんじゃないかと、こういう

のは例えば嘉瀬川の水でも40年かかってこっちへ来ておりますので、ですから計画の

段階でそういうのを打ち合わせさせてもらって、白石平野に何が有利か、例えば30セ

ンチ泥土を上げた場合は、270キロですから、概算、例えば幅員が５メーター、水路

の平均で５メーターって計算しやすい、30センチしたって、40万以上の立米数がここ

に堆積、雨水も皆さんきのうも定松議員が言うように要するに内水被害を受けとめる

こともできるし、一石三鳥ぐらいなことがあるんじゃないかと思っております。これ

は平成24年12月議会の内野議員の農業排水のしゅんせつのときに町から提出された分

の数字ですけど、国営水路が13キロ、地沈水路160キロ、県営圃場整備水路が107キロ、

合計の280キロもこの白石平野にあるわけですね。だから、これも資源として使える

ような方策はないか、その点についてお伺いをいたします。 

 

○山口弘法農村整備課長 

 町内にあります農業用の水路につきましては、施行より30年以上の経過しておりま

す。議員さんおっしゃいますように泥土の堆積や法面が崩れているなどして機能が低

下が見られております。現在、農業用の水路の維持、整備につきましては、町、土地

改良区、農地・水など地元と連携を図りながら進めているところにあります。水路の

整備につきましては、一般的に堆積した泥土をしゅんせつして、その発生土で法面と

か畦畔を復旧しております。泥土は水分量を多く含んでいるために生態系に負荷の少

ない石灰系の土質改良材で改良し工事を行っております。不要となった土については

隣接する農地で活用していただくこととしております。現状といたしましては、整備

する路線ごとに堆積土が多いところ、堆積土が少なくて法面復旧するのに発生土では

不足するところがございます。本町では現地で活用できないしゅんせつ土などにつき

ましては町有地に一時的に確保しまして町や土地改良区、農地・水組織などが行う道

路、水路整備に活用することとしておりますので、現時点では有明海沿岸道路工事の
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盛り土材に活用するというふうなことでは考えておりません。 

 以上でございます。 

 

○片渕 彰議員 

 現在はそういうふうに起用をされているということでありますが、私先ほど言いま

したように農地・水、いろんな堆積ですね、今後その福富鹿島道路についてのまだい

つから着工というのはちゃんと決まって、何年に着工してというのがない現状であれ

ば、そこを少し時間があるもんですから、そのためには今から計画を持ってこの

280キロの水路のしゅんせつをどうにかしたら安く盛り土にできると思うし、白石町

にとって圃場についても優良な圃場になるんじゃないかと思っております。それと、

先ほど言いましたように雨水の、要するに水をためてその分を六角川であったように

計画、危険水域を越した場合はポンプアップをさせないんですよね、やっぱりね。だ

から、そうした場合は雨が降った分は内水被害に遭ってるということですので、今ち

ょっと計算上ですけど40万立方メートルの貯水能力もすぐできると、今プラスですね、

ということでありますので、何とか将来にわたってこの件について考えていただけな

いかと思っておりますが、その件についてどうでしょうか。 

 

○山口弘法農村整備課長 

 先ほどの答弁の中で現時点というふうなことでお話をさせていただきましたけれど

も、議員おっしゃいますように今後のお話ですので、今後町内で処分し切れないよう

なしゅんせつ土が発生した場合につきましては流用先、流用方法などにつきまして有

明海沿岸道路整備事務所をひっくるめたところの関係機関と連携しながら調整する必

要があるかと思っております。 

 以上です。 

 

○片渕 彰議員 

 この工事については県が絡んでおりますので、これ以上は質問は保留というか、こ

れでやめさせていただきますが、もうとにかく長期的な展望に立ってどうかその水路

のしゅんせつについて考えていただきたい。そして、盛り土は近くにある盛り土材が

あるから、盛り土材を使用していただくように計画を立てていただければと思ってお

ります。 

 では、２点目のふるさと納税のほうに行かせていただきます。 

 まず、今、自治体で加熱し過ぎて納税の返礼品ですね、これへの拍車がかかっとる、

それを競争に歯どめをかけるために総務省は返礼額を寄附の３割までとするように通

知されたと思います。この通知の内容と、これから本町の対応についてお尋ねいたし

ます。 

 

○久原浩文産業創生課長 

 御質問にありますとおり、本年４月１日付で総務省より全国の自治体に対しふるさ

と納税に係る返礼品送付等についての通知がございました。内容につきましては、平
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成20年度の税制改正により制度が創設されて以来、着実に実績は伸びているものの、

寄附金を集める上で各地方団体が独自の取り組みとして行っている返礼品の送付につ

いて競争が過熱しているほか、一部の地方団体において趣旨に反するような返礼品が

送付されているという指摘であり、速やかに見直しを求めるということでございます。

通知の中では返礼品のあり方に関し具体的に示されているところですが、趣旨に反す

る返礼品とは商品券や電子マネー等の金銭類似性の高いもの、電化製品、家具、金属

など資産性の高いもの、価格が高額なもの、寄附額に対する返礼品の調達割合の高い

ものとされております。寄附金額に対する返礼品の割合としては社会通念上、良識の

範囲のものとし、３割を超える返礼品を送付している地方団体においては速やかに３

割以下とするように求められているところでございます。これがこの通知の内容でご

ざいます。本町の返礼品につきましては、本町特産物等に限定しているところであり、

通知に示してあります金銭類似性の高いもの、それから資産性の高いもの、それから

価格が高額なものなど制度の趣旨に反する返礼品を送付してるという認識はございま

せん。しかし、本町特産物につきましては、農畜水産物が主であるため、相場による

価格の変動が毎年ございます。昨年度実績としましては寄附金額に占める返礼品の割

合は約46％でありました。これは送付料は含まない、返礼品のみの部分が約46％でご

ざいました。本町の対応策につきましては、７月中旬をめどに３割以下となるよう検

討を進めております。 

 以上でございます。 

 

○片渕 彰議員 

 そこで、先日ふるさと納税について山形県知事が新聞に載っておりましたね。そこ

で、ちょっと読ませていただきます。地域活性化に寄与する制度で、ある程度加熱ぎ

みでもいいのではないか、市町が盛り上がってるのを懐深く見守ってほしいというよ

うな、ちょっとコメントがあったんですけど、今、ふるさと納税でいろんな事業も町

のほうもやっておると思います。ですから、すばらしい財源じゃないかということで

すので、総務省がどのくらいの罰則規定が３割にせんといかんということであって、

あるかどうかちょっと私わかりませんけど、その辺、ひとつ地域の活性を求める上で

も、今46％と言われましたけど、仮に１億円のふるさと納税やったら46％の4,600万

円は地域に貢献をできるという立派なシステムでもございますので、その辺を考慮い

ただければと思っております。 

 それで、２番目のほうに行きますが、29年度、先ほど言いましたように予算編成に

おいては、ふるさと納税寄附金を12事業に充当するすばらしい税金の活用でございま

す。ふるさと納税基金は本町を応援していただいているために全国の人から寄附され

た貴重な財源である。今年度のふるさと寄附金の目標額、これから継続して応援して

いただける人たちに対する考え、町の考えはどういうふうに持たれているかお尋ねし

ます。 

 

○久原浩文産業創生課長 

 昨年につきましては、全国２万人を超える方々から本町に応援をいただいておりま
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す。寄附金につきましては、寄附者の使途につきましての御意向を酌んだところで予

算編成に反映をされているところでございます。29年度につきましては２億5,500万

円の部分を事業に充てさせていただいているところでございます。寄附金の目標額に

つきましては、昨年度の実績が２億6,162万3,483円でありました。本年度、広告等情

報発信について強化を行うということで産業創生課内では当初倍増を目標としていま

したが、先ほど質問で答弁したとおり、総務省の通知により返礼品につきまして３割

以下に変更することになれば、どのくらいの寄附金があるのか予想が難しく、見通し

が立たないところでございます。担当課としましては寄附額の増加に向けて情報発信

を強化してまいりますが、その中でおっしゃるとおり継続して応援いただける方をつ

くることが肝要かと思います。現在、リピーターになっていただくことを目的に返礼

品を送付する際、品物の中に本町の特産物を紹介する文書を入れております。また、

昨年より御寄附いただいた方に対しお礼と継続をお願いする暑中見舞いはがきを出し

ているところでございます。今後につきましては総務省通知にありますとおり制度の

趣旨を踏まえたところでインターネットサイト内での広告の充実、それからパンフレ

ットの作成、配布、新聞や雑誌等を使った広告など情報発信を行うことにより拡大を

図っていきたいと考えております。 

 また、関東や関西在住の白石町出身者によるふるさと会等にも特産品等のＰＲとと

もにふるさと納税の御理解と応援をいただき、積極的な情報発信と返礼品の充実によ

り寄附額増加に向けて努力してまいりたいと思っております。 

 以上です。 

 

○片渕 彰議員 

 ふるさと納税、総務省が言うように、もう税制に基づく寄附は本来見返りを求めな

いということの趣旨ですけど、実際じゃ市場、市場って応援してくれる人たちのこと

をアンケートをとられた分がありますが、77％は寄附したいと思う理由では特産品を

もらえるからが77％ということですね。それで、次が優遇税制があるからが49％、応

援したい自治体があるが20％にとどまっております。お得感が関心につながっている

と言わざるを得ないというようなアンケートもあります。白石町についても、私はこ

れでこのふるさと納税は４回目で質問してるんですが、いろんな事業にふるさと納税

の分を使わせていただいております。でも、今、国としても税制改革、これ所得税と

住民税の改革ありましたですね、それが19年ぐらいということで税務課長にちょっと

勉強させていただきましたけど、そのときは改革で仮にその方が３万円の税金を払う

なら、国税のほうが２万円で地方税が１万円と。しかし、これを税制改革で地方にと

いうことで反対になりましたですね、２万円は地方に、１万円は国税ということで所

得税の配分も変化していったわけですけど、でもこの分はその当時は２億円近く上が

ってると、今現在も少し下がっているでしょうけど、上がってはきてるんですね。し

かしながら、ここ人口減といういろんな自治体で今一番頭を悩ませてる人口減につい

ては、この分はずっと下がってくると、財源で、そういうことになっております。そ

れともう一つは、大きい平成の合併において普通交付税を特例期間として平成17年か

ら26年、10年間維持していただいたわけですが、現在は合併算定替の逓減期間であっ
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て、毎年交付税の率が0.幾らずつ減になっているということでございます。32年より

は26年の算定ベースでしたら10億円ぐらい減りますよということで、町民さんに今い

ろんな形で町民サービス、行政として今行われてる、今年の29年度予算もそうですけ

ど、だんだんだんだん厳しくなるというのが現状じゃないかと思っております。それ

で、この間ちょっとまた新聞に載って、これはまだはっきりはならないでしょうけど、

６日の新聞によりますと、政府の経済諮問会議において地方自治体の貯金に当たる基

金ばよけい持っとったとこは交付税で調整しますよというようなことも、国は借金し

とっとけん、地方は金ばためよっちゃなかかというような発想だと思うんですが、な

かなか地方は一番国民の一番末端として地方自治のほうで一番足元におるわけですよ。

いろいろ行政サービスの中で低下しないように持っていくためには、本当このふるさ

と納税というのは、もう必ず必要で、いろんな佐賀県でもそうですね、伊万里が９億

円ですか、いろんなところで、もっと40億円近くのところもありますが、これは例外

としても、今度玄海町も、もう以前からかなりの金額をもらっております。でも、そ

ういうのを想定したまちづくりをされてるようなことだと思っております。ですから、

この財源というのについて大変な時代を来てるから、このふるさと納税は、例えばた

ばこ税でも１億7,000万円入るということはうれしいことですが、これだけの金額を

入るというのはすばらしいことじゃないかと思っております。それで、私はその自治

体においてこの業務委託というんですかね、いろんなもん、もうそのまま委託してる

町もあるそうでございますが、そういう考えは持っておられるのかどうかお尋ねした

いと思いますが。 

 

○久原浩文産業創生課長 

 議員おっしゃるとおり、ふるさと納税事務に関して業務の大半を民間業者に委託し

ている自治体があることは存じ上げております。現在、本町におきましては当該事業

の業務については産業創生課商工観光係で兼任職員２名、それから臨時職員１名で対

応しているところでございます。業務の内容につきましては寄附金の受け入れ、それ

から証明書の発行、送付、返礼品の発注、送付及び問い合わせ等に関する対応等が主

な業務ですけども、随時ホームページの編集や広告等の業務も行っております。また、

首都圏において特産物のＰＲ等の催事を行う際は同時にふるさと納税パンフレット等

の配布を行っておるところでございます。寄附件数や寄附金額が増加することに伴っ

て業務についても多忙になってきておるところでございます。しかしながら、当該業

務を請け負う民間業者につきまして、その委託費につきましておおむね寄附金額の、

寄附総額の13％から15％の委託費ということで高額であるということで聞き及んでお

ります。昨年度で考えますと、本町におきます寄附総額が約２億6,000万円でござい

ましたので、委託費としては約3,600万円程度になるかと思われます。金額のみなら

ず本町を応援するためにいただいた寄附金につきまして業務委託費として使わせてい

ただくのは本来の趣旨とは違うのかなと考えるところでございます。また、白石町職

員が業務を行っていることで寄附者からの問い合わせや、時には苦情等に町の職員が

ワンストップで直接迅速に対応しており、寄附者の安心・安全性等の信頼を得ている

ものだと思っております。本町といたしましては今までどおり民間事業者に業務委託



- 10 - 

せず町が行う業務として取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

○片渕 彰議員 

 佐賀県内でも２市町ぐらいだったですかね、業務、いろいろ差し引きしたら赤字と

いう自治体もございましたですね、大変だと思いますが。それで、これから私はちょ

っと個人的なちょっと話をさせていただきますが、実はことし、昨年やったですか、

私の弟は茨城におるんですが、帰ってきて同窓会に出席をしたということで、同窓会

の幹事をした人が町の職員さん、ＯＢの方だったです、この町の。書類をいろいろ何

かかんか持ってきた中で弟とお茶を飲みながら話しよったら、これをもろうたよとい

うことでふるさと納税のとを一生懸命力説して町職員さんのＯＢの方がしてくれたと

いうことで、本当私はちょっとうれしかったですね。そういう積み重ねが今の現在に

至ってるんじゃないかと思っております。そこでですが、このふるさと納税に関する

業務、だんだんだんだん忙しくなる中で、その課を、別に課じゃなくても係でも結構

ですが、伊万里市は別にふるさと応援係ということで新設をされてるそうでございま

す。この課の新設は町長の専決事項でございますが、そういう意味で働き方の改革と

いうような中で年金問題と大きな問題、年金問題があるから、60で前はもらいよった

分が65に、で、その間は働かんといかんというような、もう働き方が変わってきてい

るわけですね。それで、町職員の方のＯＢの方も当町でも働いていらっしゃいますが、

いろんな意味でその人脈とかいろいろ各課、その課だけで一生終わられたということ

はないと思うんですよ。いろんな課に行かれたそういう人たちが十分そこにいらっし

ゃるなら、そういう人たちの力もかりるようなことがいいんじゃないかと思って、そ

れで昨年のＯＢの方のそういう配慮であるならば、そういう人たちの力をかりたらど

うかなということを考えたわけでございます。この件については町長に先ほど言いま

したように税金等いろいろ考慮した場合、またこういう人の使い方、人材の使い方に

ついてちょっとお尋ねしたいと思いますが、町長どうでしょうか。 

 

○田島健一町長 

 片渕議員からは新しいふるさと納税を担当する専門の部署をつくったらどうかとい

うようなことも踏まえて、前からふるさと納税についていろいろと御指導いただいた

ところでございますけども、このふるさと納税については先ほど課長が４月１日付の

総務省の通知の話があったわけでございますけども、この総務省が通知を出す前には

いろんな方々からの意見というのがあってございます。その中にはふるさと納税の返

礼品に関する有識者の意見であるとか全国知事会、全国の市長会、全国の町村会から

の意見等々もあって最終的に４月１日の通知というふうになってございます。もとも

と平成20年にふるさと納税が創設されたときの理念等々もあって、これはいま一度こ

こで私から言わせていただきますと、地方で生まれ育ち都会に出てきた人には誰でも

が故郷へ恩返しをしたいという思いがあると。育ててくれた、支えてくれた、一人前

にしてくれたふるさとへ、こうしたことから税制を通じて故郷へ、ふるさとへ貢献す

る仕組みはできないか、この思いからふるさと納税というのが導入されたというふう
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になってございます。これは、このことによって地方の活性化、また地方の創生にも

つながるというふうなところでございます。このふるさと納税の中にも３つの大きな

意義があるというふうに言われております。第１には納税者が寄附先を選択する制度

であり、その使われ方を考えるきっかけとなる制度、これは税金そのものを国民の人

たちがもう一回考えるという機会になるということでございます。第２にはお世話に

なった地域に、また応援したい地域へ力になれる制度、あそこに応援したい、ふるさ

とに応援したいと、そういう国民一人一人が力になれる制度であると。第３に、自治

体が国民に取り組みをアピールすることでふるさと納税を呼びかけ自治体間の競争が

進むこと、それは選んでもらうにふさわしい地域のあり方を改めて考えるきっかけに

つながっていく。競争もさせんばいかん、そうすることによって国民の皆さんにも、

また自治体そのものもあり方を考えるということになっていくというふうに言われて

おるところでございます。そういったことから、先ほど言いましたように３月にいろ

んな団体からの意見を総務省はとられております。その中でこのふるさと納税という

制度そのものについては評価をしているというのはほとんどでございます。しかし、

その中に課題もあるという団体も相当あると、ふるさと納税を健全に発展させていく

上ではどのような課題があるかという問いに対して、ふるさと納税の健全な発展に当

たり、多くの団体がその過度の返礼品競争というのを課題にしとると。そのほかにも

税源の流出であるとか高額所得者への優遇だけじゃないかとか、制度の理解が不十分

であるとか、いろんな課題もあるというふうに言われております。特に知事さん、知

事さんの団体、知事会においては、特に過度の返礼品競争については33団体、70％が

課題というふうに認識をされてる状況でございます。また、市長会の意見としては節

度を持って対応してきたが、他の自治体におくれをとるべきではないとの議会や市民

等の声を踏まえると、返礼品の充実等に取り組まざるを得ない、また総務省通知に拘

束力はなく、現状では歯どめがきいていない等々の意見がございます。また、町村会

においても過度の競争は本来の制度の趣旨から問題があって上限を設けるべきではな

いかとか、過度な制限は自治体の裁量を狭めるため慎重にあるべき、自治体の良識あ

る対応に任せるべき、いろんな意見、賛否両論があるわけでございます。そういった

中で本町においても昨年２億6,000万円、一昨年は１億3,000万円の寄附をいただきま

した。昨年２億6,000万円いただいた中で返礼品を見ますと、返礼品の１位は24.数％

でイチゴが１番だと、２位はまたこれもパーセンテージ、ちょっとの違いですが、こ

れも24.数％でレンコンが第２位だと。昨年はタマネギが悪かったということで１位

がイチゴ、２位がレンコン、３位に肉、そしてお米がずっと続いてくるわけでござい

ますけども、そうやって県内でもほとんどの町がお肉とかほかのやつがあるかと思い

ますけども、白石は白石らしいなあというところでございます。今年についても、今

年はタマネギも豊作でございましたので、タマネギも上位につけてるところでござい

ます。まだまだ４月、５月の段階でございますので、１位はイチゴでございましたけ

ども、そういったことで白石は白石なりの頑張りをしていただいてるというふうに思

います。そういうこともあって、先ほど議員からは、もっともっとふやしていくため

には係の創設等々もあろうかというふうな御意見でございました。私も今度通知があ

って、私どもも見直しを検討を今しているところでございますけども、横並びのとこ
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ろもあろうかというふうに思っております。そういった中で先行きが見えないところ

もあるわけでございますけども、先ほど言いましたように白石は白石で一生懸命頑張

っていきたいという思いでございますので、人員が、担当する職員が不足する自体に

なるかもしれません。そういったときには臨機応変にも対応していかないかんやろう

し、先ほど議員からも御提案ありましたようにＯＢさんたちが白石のことを熟知して

おりますので、そういった方たちの力もかりながらやっていければというふうに思っ

ているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○片渕 彰議員 

 町長が先ほど言われたのが平成27年５月17日の新聞にも載っておりました。という

のが、返礼品のお得感に目を向けがちだが、数千円程度の米や季節の野菜を送る白石

町は寄附者から必要ないと言われることが多く、見返りを求めているもんじゃないで

すよというような、唯一ここ白石町だけですね、すばらしい人ばっかりおって、大し

たもんだなと思っておりますが、でも先ほど言いましたように大勢の皆さん、77％は

そういう目的もありますので、町長がいつもトップセールスを東京やいろんなとこで

行って頑張っておられますが、このふるさと納税で送ることによって知らない人たち

が応援した人たちが、ああ、さきほどのようにほんとイチゴうまかねえと、スイート

コーンもおいしかね、いろんなのがまた別に開拓する要素があると思います。一番は

そういう人たちがこのふるさと納税がいつか終わる可能性もあるかもわからん、長く

続くかもわかりませんが、リピーターとして白石の産地のこれがおいしいというリピ

ーターづくりも今後考えていかないといけないと思っております。とにかくもう今年

度の事業にも上がっております。大事な税金として使わせていただいてるもんですか

ら、いろんなかゆいところに手が届くとこまではいかないにしても、町民の皆さんの

要望を受け入れられるのがこういう特別の税制じゃないかと思っておりますので、頑

張っていただきたいと思います。 

 これで私の一般質問を終わります。 

 

○片渕栄二郎議長 

 これで、片渕彰議員の一般質問を終わります。 

 暫時休憩します。 

10時21分 休憩 

10時40分 再開 

○片渕栄二郎議長 

 会議を再開します。 

 次の通告者の発言を許します。中村秀子議員。 

 

○中村秀子議員 

 失礼します。 

 先日、高校総体が行われまして、本町の子供たちも中学校の時代とは違ってほかの
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地区の子供たちと生徒たちと本当にたくましく、非常に大活躍している姿を見て、あ

あ、成長したなあと思ってうれしく感じたところです。本町においては非常にスポー

ツ活動も盛んで、特にジュニア育成のためのスポーツ活動というのを社会体育では盛

んにやられておりますけれども、町として社会体育の意義とあり方というようなもの

をどのように捉えていらっしゃるでしょうか。お聞きいたします。 

 

○千布一夫生涯学習課長 

 子供たちのスポーツ活動のあり方、そして意義についてどのように考えているかと

いう御質問でございます。 

 町内には小・中学生を対象とした社会体育のスポーツクラブとして、提出しており

ます資料のとおり、これは平成28年度の登録数になります。スポーツ少年団が全部で

28団、395人の登録がございます。少年期のスポーツは生涯を通じてスポーツとかか

わる習慣を身につける重要な準備期間でありまして、心身の健全な育成に大きく寄与

するものと考えております。スポーツを楽しみながら継続的に行うことにより精神的

にも身体的にも望ましい成長が期待でき、またスポーツを自発的、主体的に行うこと

により自立し、たくましく生きる力を養えるものと考えております。さらには仲間と

ともに努力することによりまして社会性が高まり、チームや地域の一員としての意識

の醸成が図れると考えております。少年期のスポーツの意義を深めて子供たちにとっ

てよりよいスポーツ活動を進めていくためには、指導者と保護者がお互いの立場を尊

重しながら子供たちにとってよりよい方向性を目指していけるような良好な関係を築

いていくことが必要だと考えております。また、子供たちの心身の健全な育成を図る

ためには、指導者と保護者が必要な知識を習得され、少年スポーツに対する理解を深

めていただくことが重要だと考えております。町としましては各スポーツ少年団や関

係機関と連携を図りながら子供たちにとってよりよいスポーツ活動を進めていけるよ

うに今後も支援を続けていかなければならないと考えております。 

 以上でございます。 

 

○中村秀子議員 

 もう答えのとおり、子供たちの健全育成のためにあるというような捉え方をしてい

ただいて結構かと思っております。現在、社会体育の指導者というのは、その方の指

導力と熱意と奉仕の精神で支えていると思っております。このようなスポーツの中で

たくさんのすばらしい選手たちが育っております。例えば私はバスケットボールをし

ていたんですけれども、初めて昨シーズンにプロバスケットボールのオールスター戦

がありまして、本町出身の白濱選手が秋田ノーザンハピネッツというところに所属し

てるんですけども、あの田臥勇太選手と一緒にプレーする姿を見て本当に感動したと

ころでした。そのほかに陸上だとか、もちろん女子のプロ野球の大串選手だとか、バ

レーボールだとか、マラソンだとか、ほかの分野でもたくさんの一流選手を輩出して

いるということも事実です。しかしもう一方、スポーツ活動の中で人間関係のトラブ

ルやそのほかの関係でドロップアウトして、もう二度としたくないというような子供

たちもいることも確かでございます。町としてそういうふうな子供たちでは健全育成
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ということにつきましてはもうちょっと手だてが要るんじゃないかなあというふうに

考えているところですけれども、活動の基礎となる指導の指針とかということについ

てつくられたり伝えられたりしていらっしゃるんでしょうか。また、そういう指導者

のすばらしい指導者の方々の支援というものをどのようにされているのかお伺いいた

します。 

 

○千布一夫生涯学習課長 

 御質問にお答えいたします。 

 小学生のスポーツ活動につきましては、スポーツ少年団を主として活動されており

まして、その目的は青少年のスポーツの振興とスポーツを通じた心身の健全な育成、

そして仲間づくりだと考えております。その活動の多くは地域の方や保護者のボラン

ティアによる指導のもと行われております。また、これらの方々の自主的な、そして

自発的な参加によりまして指導方法や活動内容もさまざまでございます。指導方針等

につきましては、町として具体的なものはございませんで、それぞれの団体に任せて

いるというのが現状でありますが、町、そして町体育協会といたしましては指導者や、

そして保護者の方を対象としまして指導方法や安全対策、それと熱中症予防などテー

マを変えながら毎年研修会を開催しているところでございます。 

 また、県主催により開催される少年スポーツ指導者研修会等への参加につきまして

も各団体へ御案内をしているところでございます。今後も町体育協会やスポーツ少年

団と連携をとりながら、スポーツの技術面はもとより、それ以外の部分につきまして

も適切な指導が行えるように関係機関から情報を、そして助言をいただきながら、指

導者、保護者の方へ伝えていく必要があるかと考えております。 

 それと、あと支援に関してですが、財政的な面での支援ということになりますが、

まず全てのスポーツ少年団に対しまして毎年活動費補助金というのを交付しておりま

す。それから、各スポーツ少年団の主催によります大会が開催された場合の大会の開

催費補助金、それと九州大会とか全国大会出場された場合の激励金の交付も行ってい

るところでございます。 

 以上でございます。 

 

○中村秀子議員 

 スポーツの指導者というのは、えてして自分の指導経験、スポーツ経験が指導の主

体になることが多ございます。しかし、スポーツの指導技術というのは日進月歩、も

う昨日より今日というふうに進歩しております。東京オリンピックを控え、さらに発

展、向上するものと思っておるんですけれども、それを子供たちに夢と希望を与える

のがそういうスポーツ活動ですけれども、子供たちに夢と希望を与えるためには指導

者にとっても夢と希望がないといけないんですよね、と思っております。その夢と希

望はどうやったら培われるのかというと、各スポーツ団体、今はコーチング制度とか

資格制度とかというのがありまして、サッカーだったらずっと段階を経て級をもらっ

ていく制度があります。バスケットボールもプロ化になりましていろんなプロバスケ

ットのコーチあたりが大きな都市ではクリニックを開催したりしております。一流の
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選手もやってきます。そういうときに積極的に参加することによって、ああ、あんな

チームをつくりたいな、こんなことをうちの子供たちにああやって伝えたら喜ぶだろ

うなというふうな指導者自体が夢や希望を持ちながら指導に当たるという、そういう

ふうなことであれば、非常にスポーツの健全育成って、子供たちが夢を持ってスポー

ツ活動をするようなことになるんじゃないかなあというふうに思っております。ぜひ

学ぼうとする人、よくなろうとする人を支援していただきたいと思っております。特

にこの人の講演を聞きたい、この人の指導をちょっと受けてみたいと思うクリニック

があったときに参加する場合、そういうふうなときに参加料とか学びに行きたいとい

うときに学ぶ手助けをするというような仕組みができればいいかなというふうに思っ

ております。 

 次の質問に移っていきます。 

 文科省の調査では、今度は中学校のことになるんですけれども、教員の時間外勤務

が常態化して教員の長期勤務問題が社会問題化しております。新聞紙上にも、ここに

ありますけれども過労死、西日本新聞、佐賀新聞もいずれも４月29日の紙上では中学

教諭57％過労死水準というような報道でなされたことは皆さん御承知のことと思って

おります。この中の一つに部活動の指導ということもあろうかと思いますけれども、

本町の超過勤務の状態、勤務状態についてどういうふうになっているかということで

すけれども、本来教員というのは超過勤務をしてはならないということになっており

ます。超過勤務が許されるのは校外実習、その他実習に係る活動、それから修学旅行

に係る活動、職員会議に係る業務、非常時災害等の業務、その他やむを得ないときと

４項目に限られてるんですね。そのほか何でもないときには超過勤務を命ずることが

できないということになって、法律上なっております。それなのに常態的には過労死

ラインになるような超過勤務が常態化しているということなんですけれども、要する

に部活動は給与に含まれない自主的な活動です。これも学習指導要領上もやっと平成

24年の学習要領の指導改訂の中で教育の一環であるという文言が出てきたくらいで、

以前はほとんど部活動については触れられないような学習内容の範囲でした。それが

触れられて、やっと触れられて部活動を一生懸命しなさいというようになってきてお

ります。部活動経験のない人たちもたくさん部活動の指導に当たるということになる

んですけれども、本町の超過勤務の実態について要点を踏まえて御回答いただければ

と思います。 

 

○石橋佳樹主任指導主事 

 私のほうから答えさせていただきます。 

 超過勤務の実態については、具体的な数値としてちょっと今回調査はしておりませ

んが、昨年度から今年度にかけて学校訪問等でその勤務の状況等を確認させていただ

いたところ、中学校においては議員さん御指摘のとおり休日の勤務時間というのがか

なり負担となっているのは事実でございます。また、今年度各中学校に聞き取りをし

た結果、どういったところが部活動において心理的負担になってるだろうかというこ

とで回答をいただいたところ、大きく３つの回答がございました。やはり休日の指導

でなかなかゆっくり休養することができない、２つ目が放課後の部活動指導でどうし
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ても時間を使ってしまうために、その後の教材準備や事務処理をする時間がどうして

も足りない、３つ目は保護者の部活指導等あるいは生徒指導等、そういった人間関係

での難しさがあるというふうな回答をいただいております。こういった状況をちょっ

と確認させていただいたところです。 

 ２つ目は、質問の中にもありました経験のない教員についてどれぐらいの今実態で

あろうかということについて調べさせていただきました。今年度町内３中学校にちょ

っと調査を行った結果ですが、ここで申し上げる部活動は運動、文化両面の部活動で

あること、それと経験がない教員の定義は、就職前にその運動や文化活動に従事した

経験がない教員ということで述べさせていただきます。町内３中学校、全33部活動が

ございますが、１年以上経験者がいる部は20部でございました、全体の61％、経験者

が全くいない部が13部、39％となっております。また、部活動顧問には正副顧問を置

いている部活動ももちろんありまして、人数で言うと54名の指導者のうち経験があら

れる方が24名、44％、半分以下でございました。経験がない方が30名ということで

56％という結果になっております。こういった状況は町内だけではないのかなあとい

うふうに推察されますが、年度当初部活動の構想を立てるに当たって管理職あるいは

職員で十分この点については議論して担当者が決まっていくのですが、議員さん御指

摘のとおり現状では部活動での負担がかなり大きいということと、経験がないために

少し精神的負担もふえているということは確かでございます。外部指導者等のお力を

かりながら、町でも少しそのあたりの負担を減らせるような努力を今後とも続けてい

きたいと思っているところです。 

 以上です。 

 

○中村秀子議員 

 町内の中学校では部活動の先ほどおっしゃったように経験のある指導者が不足して

いるということで、外部指導者の派遣がなされております。資料要求しておりました

ので、その資料をいただいて、合計７名の方が外部指導者として各学校のお手伝いを

されているということですが、現状はそういうふうなことですが、そのことについて

の課題等ございましたら、課題というふうに捉えていらっしゃることがございました

らお願いします。 

 

○吉岡正博学校教育課長 

 まず、白石町の中学校部活動指導者派遣事業の実施状況について資料要求がござい

ましたので、お手元の資料の御説明をさせていただきます。 

 まず、お手元にございます資料をごらんいただきたいと思います。 

 資料は直近の平成28年度の実績を記載したものでございます。白石中学校について

２人の外部指導者を派遣しています。内訳としましては陸上競技部に指導１人、卓球

部に１人、活動年数はそれぞれ１年と４年となっております。福富中学校は４人の外

部指導者です。卓球部に２人、野球部に１人、バスケット部に１人です。活動年数は

それぞれ10年、３年、５年となっております。有明中学校は１人の外部指導者です。

バスケットボールに１人です。活動年数は７年となっております。 
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 次に、議員のほうからありました外部指導者の課題についてお答えいたします。 

 まず、外部指導者の確保の問題がございます。教職員の指導者がいない種目に、そ

して生徒の時間に、また生徒の技量に合わせまして御指導いただける方の確保ができ

るかの課題がございます。 

 次に、外部指導者と学校との共通理解の課題がございます。あくまでも学校教育と

しての部活動ですので、学校教育の見地からの指導、学校との連携がうまくいくこと

が課題となります。また、教職員の人事異動との関係も生じてまいります。これらの

課題がございますが、生徒の議員のおっしゃる夢と希望を与え、成長にかかわること

でございますので、部活動の継続をするためには部活動、指導者派遣事業を継続した

いと考えております。 

 

○中村秀子議員 

 外部指導者をそのように派遣していただいております。さらにさらに拡充もお願い

したいところですが、外部指導者が週末などに引率や指導を教員にかわり行える運動

部活動指導員の配置ができるように文科省は省令を改正し、本年度４月から制度化さ

れております。他県の自治体では既に事業化されているところです。新聞紙上でもい

ろんな自治体の例が出ておりましたけれども、本町での取り組みについてもお願いし

たいところですが、特にあと三、四年で40％の教職員が退職になります。そうすると、

今までの部活動の指導のノウハウをすごくお持ちな人たちが世の中にいらっしゃるわ

けですよね。そういう方々をぜひ、やっぱり人はポジションを与えて責任を持ってや

れるんですね。外部指導者の方々来ていただきましても、顧問の先生への配慮だとか、

育てなければいけないというようなこともございまして、自分が表立って指導される

ということは非常に難しゅうございます。運動指導員制度、部活動指導員というよう

な非常勤職員になるかと思いますけれども、そういうポジションがあれば、自分の指

導方針で自分の目指す選手像だとかチーム像を描きながらきちんと、しかもちょっと

長いスパンを見ながら指導ができる制度だと思います。優秀な先生方をこの数年で退

職させてしまうのは非常にもったいないなあという思いがあります。優秀な先生、町

内の先生方もよその市町で働いていらっしゃって、そういう方々は退職された後、そ

こでそういうふうになると、非常に本町としてはもったいないなあというように思う

ところです。そういうことでぜひもう制度もできておりますので、先生方の超過勤務

の解消だとか、重荷の解消だとか、そういうふうなことを考えたとき、あるいは子供

たちの競技力の向上だとか学校のさっき問題点の中で言われておりましたこと、退職

された先生方は全てクリアできるんじゃないかなというふうに思っておりますので、

そういうふうな本町での取り組みについてどのようにお考えになっているのかお伺い

したいと思います。 

 

○石橋佳樹主任指導主事 

 失礼いたします。 

 先ほど議員さんが言われた現在町が行っている外部指導者派遣事業をぜひこの後も

有効につなぎ生かしつつ、その部活動指導員への橋渡しができたらとは考えておりま
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す。ただ、結論から申し上げますと、この点に関しては現状では本町としての具体的

な取り組みには至っておりません。現在、県教委あたりにも情報をいただいて進めて

いるところでございます。平成29年３月14日に学校教育法施行規則の一部を改正する

省令が公布され、その概要ということでその部活動指導員という名称や職務等を明ら

かにする、そして目的は最終的には学校における部活動の指導体制の充実が図られる

ようにするということで示してあります。今後白石町内でもこの制度を可能な限り有

効に活用できるような方策をぜひ探っていきたいとは考えております。ただ、そのた

めの重点項目といいますか、先ほども出ました課題として十分考えていかなくてはい

けないのが４点ございまして、まず設置者としてその部活動指導員に係る規則等をど

のように整備していくのかという課題がございます。２つ目、これが一番大きいかと

思うんですが、それだけの部活動に時間と労力を割いてくださる人材をいかにお願い

できるのか、そしてつないでいくのかという問題、さらには学校教育の一環としての

部活動ですので、指導内容に係る指導員さんへの研修あるいは教職員と指導員をつな

ぐための研修等も必要になってくると思います。さらには町のスポーツ活動との連携、

これも当然大事でございます。部活動はもちろん学校が中心になるのですが、地域ス

ポーツ文化活動団体との十分な連携ということで、こういった４点のことも十分視野

に入れながら検討していく必要があると考えているところです。 

 以上です。 

 

○中村秀子議員 

 部活動は教員の本務ではないということをしっかりと基本的にはそれを据えて部活

動の指導に当たるということが必要かと思いますし、以前学校と部活動、切り離そう、

切り離そうという行政の施策も何回も行ったんですけども、うまくいきませんでした。

やっぱり学校の中で子供たちを見てもらうというのが健全育成には一番落ちついたと

ころかなということで、いろんな学校と部活動を切り離さずに負担を軽減しようとい

うところに現在至っているのかなと思いますので、そういう方向で職員の負担を減ら

しながら子供たちの競技力向上あるいは健全育成に努められるような町挙げての仕組

みができるように御努力いただきたいと思っております。 

 次の質問に行きたいと思います。空き家対策について質問いたします。 

 本町では高齢化が進んで町内至るところに空き家が見られております。本町でも今

年度空き家バンクというのが創設される予定となっておりますけれども、町内の空き

家の現状についてどのように把握されているのかお知らせください。 

 

○松尾裕哉総務課長 

 空き家の現状を把握するために駐在員の皆様方に御協力をいただきまして平成24年

７月から８月にかけて調査を実施をいたしております。これにつきましては、空家等

対策の推進に関する特別措置法や町の条例、今作成しておりますが、その施行前の調

査でございます。転居や転出、それから長期の入院や入所等により居住活用されてい

ない建物を対象に調査をいたしましたところ、その時点で町内で221軒の空き家があ

る結果となっております。その調査結果をもとに空き家の除去や建てかえ、それから
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居住等をされてることを再調査をいたしましたところ、今回資料として提出しており

ますが平成29年４月末現在で193軒の空き家があるということを把握をいたしており

ます。また、空家等対策の推進に関する特別措置法に規定をされておりますそのまま

放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態または著しく衛生上有害

となるおそれのある状態の空き家など、いわゆる特定空き家等につきまして町民から

の要望等受けまして調査をいたしました結果、平成27年度に４軒を特定空き家等と判

定をいたしておりまして、うち２軒は除去に至っておりますが、そこ資料にあります

とおりまだ２軒について残っておりまして、現在除去の促進に努めてるところでござ

います。 

 以上でございます。 

 

○中村秀子議員 

 資料を見ますと空き家の戸数が193、特定空き家が北明地区に２軒あるのみでござ

います。特定空き家の非常に少ないというような感想を持つんですが、空き家の状況

もいろいろでございます。私が見て回った感想では限りなく特定空き家に近い空き家

も、有明地区はゼロとあるんですが、私が見た限り、特定空き家に近い空き家もかな

り見られます。数軒見られます。ここら辺の判断をどのようにされているのかという

のがわかりませんけれども、老朽化したまま放置された空き家は倒壊の危険性や屋根

や外壁の飛散、不審者の侵入、住みつき、ごみの放置、悪臭や害虫、この前シロアリ

が飛んでるところもございました。周辺環境への影響など近隣住民にとっては非常に

悩ましい問題です。今後さらに深刻となっていくと考えられる特定空き家についての

対処の方策はどのようにされているでしょうか。 

 

○松尾裕哉総務課長 

 現在、危険家屋等に対する町民の皆様の要望が今議員もおっしゃいますとおりほか

にもございまして42軒程度要望があっております。そのうち主に空き家の老朽化に起

因をした申し出が29軒ございまして、そのうち対応済みとなった事案は６軒となって

おります。先ほど申しましたとおり現在４軒認定をいたしまして２軒が除去をされて

おりますが、あとの２軒につきましても空き家等の適正管理についてチラシや補助金

関係の資料を送付いたしまして危険空き家等の地域に及ぼす影響や危険性などを助言、

指導しながら適正管理を現在お願いしているところでございます。危険家屋等の適正

管理が進まない理由といたしまして、相続人の方が地元に居住しておられないという

ことでございまして、現況の写真等を送付をいたしまして危険性を呼びかけ適正管理

から解体除去までのお願いや助言等を行っておりますが、なかなか危険性への意識が

低いというようなことで反応がちょっと少し鈍いというようなこともございます。ま

た、経済的な理由、それから所有者が不明というような理由が現状としてあるところ

でございます。なお家屋は個人が所有する財産ということでございまして、解体を含

みます維持管理につきましては本来所有者が負担すべきものという考えがございます

が、経済的な負担の軽減を図るという観点と危険な状態の空き家を早期に除去したい

という目的の上に現在の白石町特定空き家等除去事業費補助金を創設をいたしており
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ます。難解事案ですね、特定空き家の判定につきましては、現在白石町空き家対策検

討委員会で協議を行い、まずは所有者等を特定をいたしまして早急な対策を講じてい

ただくよう、先ほど申しました啓発チラシ等を送付して根気強く取り組んでいきたい

と思っております。危険家屋も先ほど申し上げましたとおり42軒等の要望があってお

りまして、私も現場等を見ますと特定空き家等に指定をすべきような家屋が存在をし

ておりますので、検討委員会等を開きながら特定空き家等を指定していかなければな

らないと思っております。ただ、今後この今現在ある空き家も当然なんですが、空き

家の増加が否めないという状況でもございますので、町民皆様に将来を見据えた早目

の対応を考えていただくというようなことも考えましてそのようなチラシ等も作成し

て啓発をしていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○中村秀子議員 

 少しずつでありますけれども、空き家についての対策が進んでいますこと、心強く

思っております。ただ、現在特定空き家に近い状態の空き家には、トタン、木材、ガ

ラスの破片等、もし台風等の災害が発生したときにはこれが飛んでいって多くの被害

を、多くの被害でなくても一人の通行人に当たったり車に当たったりするのではない

かな、するに違いないと思われるような事案がございます。そういうものについて住

民の安全を守るというのは第一の使命だと思いますので、台風とか自然災害が来るま

でに飛散状況が考えられることについては対応が必要ではないかというふうに考えま

すけれども、いかがでしょうか。 

 

○松尾裕哉総務課長 

 今、ここ何日かの前にもこういう危険家屋があるというようなことである住民の方

から連絡がございました。それは議員言われますように台風がもう近づいてくるとい

うのが一番の理由でございました。それで、私たちも家屋等を倒壊するには一応経費

がかかるということでございますので、どうにか飛散をしないような対策をまずとっ

てくださいというようなことで、例えば網をかけてもらったり、飛ぶようなものがあ

れば、その分だけでも片づけてくださいというようなことをお願いをしております。

そういうふうなことで、すぐ撤去ができれば一番よろしいんですが、できない場合は

そういうふうなことでお願いをしながら指導、助言を行っていきたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

 

○中村秀子議員 

 そこに近隣に所有者の方がいらっしゃれば、そういうふうなことをぜひ勧告あるい

は指導していただきたいと思っております。ただ、先ほどおっしゃったように所有者

不明あるいは所有者が遠くのところにいらっしゃるというような場合、近隣に住む

方々は非常に心配でございます。そういうのでもよその家ですから網をかぶせにいく

わけにはいかないというようなことで非常にお悩みでございますので、行政として何
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かできることが、いいでしょうか、許可を取るだとか、そういうふうなことをしても

らえれば、自治会あるいは区でも動きやすいのではないかというふうに考えますけれ

ども、いかがでしょうか。 

 

○松尾裕哉総務課長 

 例えば解体するためには、先ほど申し上げましたとおり家屋というのは基本的には

個人の所有でございますので、解体費用等が発生すれば、町がそこを危険な状態であ

るというふうなことで判断しまして、強制的に撤去をしたという場合につきましても、

費用が発生した場合については所有者の方に請求をするようなことになりますので、

その辺がありますので、慎重に検討しなければならないと思いますが、所有者がいな

い場合についてもいろいろ周りの区長さんとかそういうような方々に私たちも相談を

しながら、行政でできる部分は対応していかなければならないというふうには思って

おります。 

 以上です。 

 

○中村秀子議員 

 それでは、台風シーズンになる前でございますので、早急な手だてをお願いしたい

と思っております。 

 次に、３番目の質問をさせていただきます。 

 何月ですか、先月でしたかね、国別男女同権指数が発表されました。１位はアイス

ランドで４年連続でした。日本はというと、ずっと下がって111位でした。中国より

も下です。非常にがっかりするというか、現状そうなんだなというふうに思っており

ます。日本の中でも格差というのは大きくて、田舎に行けば行くほど、まだまだ男女

共同参画社会にはなっていないような現状だなあと思っております。先ほど政府のほ

うでは女性の職業生活における活躍の推進に関する法律というのができまして、女性

活躍推進法というふうにつけられておりますが、平成28年４月に施行されました。本

町においてもさまざまな働き方改革や男女共同参画社会の実現に向けて進んでいかな

ければならないというふうに思っておりますが、女性が活躍しやすい地域づくりを町

長としてはどういうふうに考えていらっしゃるでしょうか、答弁をお願いします。 

 

○田島健一町長 

 中村議員から女性が活躍しやすい地域づくりについてどのような考え方を持ってる

かという御質問でございます。本町では第２次の白石町男女共同参画推進プランにお

いて仕事と経営における女性参画の推進というものを基本目標の一つとして、まず１

つ、雇用の場における男女共同参画の推進、２番として男女がともに働きやすい環境

の整備、３つとして経営への女性参画の推進と自営業などにおける男女共同参画の推

進といった３つの基本政策を掲げ、活躍のための施策を講じていきたいというふうに

考えております。これらの施策はよりよい効果をもたらすように男女を問わず従来ま

での習慣や慣例にとらわれない変化に対応できる意識改革に取り組みまして、男女が

お互いに人権を尊重しながら責任を分かち合い、その個性や能力を十分に発揮し、家
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庭生活や地域活動に積極的に参画できるまちづくりを目指してまいりたいというふう

に考えております。 

 以上です。 

 

○中村秀子議員 

 国は女性の活躍推進を成長戦略の中核と位置づけて指導的地位を占める女性の割合

を2020年までに30％にするというふうに目標設定しております。本町においても行政

が率先して男女の公平や登用の促進となる女性職員のリーダー育成が重要と認識して

おりますけれども、本町では非常に私も何人も役場の職員の方接しますけれども、非

常に優秀な職員、男性が優秀じゃないというわけでないんですけれども、女性の非常

に優秀な職員さんも多数存じております。４月に配布されたこの町役場組織図の構成

図を見ておりますと、ここにいらっしゃいますけれども課長専門職では１名、係長ク

ラスになりますと出先は除いておりますけれども数えてみますと52分の10、一般職は

かなりたくさんいらっしゃるんですけれども、非常に女性の管理職への登用、リーダ

ー的ポジションへの登用が少ないんじゃないんかなというふうに感じております。今

年度の本町役場の女性職員の管理職がこんなに少ないのはどういう理由なのかという

ことを質問したいと思います。 

 

○百武和義副町長 

 私のほうから答弁をさせていただきたいと思います。 

 本町の管理職に女性職員の登用が少ない理由についての御質問でございます。先ほ

ど議員からも御紹介ございましたけども、今年度の４月に係長以上の役職に昇任した

職員は８名でございました。その中で課長級に昇任した職員は３名、内訳は全て男性

でございました。また、係長に昇任した職員は５名で、そのうち女性職員は１名でご

ざいました。全体的な数ですけども、平成29年４月１日現在での監督職以上、係長以

上ですね、の職員数については、係長が66名、課長補佐３名、課長級25名で、合計

94名となっておりますけども、このうち女性職員が15名で、監督職以上で全体の16％

ということになっております。また、管理職については先ほど言われましたけども、

課長級職員に限って申し上げますと25名中女性職員は１名ということで４％というこ

とになっております。この理由について申し上げます前に本町の人事制度について簡

単に御説明を申し上げますけども、本町では人事制度の信頼性の向上と職員の仕事に

対する意欲向上を目的といたしまして昇任選考制度と自己申告制度を設けております。

その内容につきましては、毎年人事異動前の12月ごろに全職員を対象に自己申告書を

提出してもらい、その自己申告書の中に係長以上の各役職への昇任希望をあわせて記

載することによりまして昇任希望者を把握をいたしております。また、あわせて各所

属長からの昇任の推薦も行っておりまして、最終的な昇任者選考につきましては昇任

の希望者と推薦された者を把握した上で全職員を対象として過去の人事評価等をもと

に最終的な選考を行っているところでございます。また、選考基準等につきましては

性別に関係なく能力や意欲等による公正公平な選考でございます。このような経緯か

ら考えますと、今年度に限らず監督職以上の役職への女性職員の登用が少ない理由に
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つきましては、女性職員の昇任希望者が少ないということも一つの要因ではないかと

いうふうに考えております。この昇任希望が少ないということについては、役職に上

がることに不安を持っているのではないかということで考えているところでございま

す。 

 以上でございます。 

 

○中村秀子議員 

 その理由については、自己申告のうちに昇任希望を女性の職員の方々がしないとい

うことが大きな要因というふうな回答でございましたけど、どうして昇任したくない

というふうなことになるのかということをちょっと不思議でなりません。そういうふ

うな雰囲気が、空気が庁舎内にあるのではないかというふうに考えますけれども、町

として、町の職員の団体として、これでもう日本が世界の男女同権順位の111位なら

ば、白石町はさらにその111位の中でもさらに下のほうになってしまうのではないか

と、非常に子供たちに残す意識の遺産としては非常に嘆かわしいなあと思うところで

す。管理職になることに不安を感じて希望しないというようなことを生み出した原因

についてはどのようにお考えでしょうか。 

 

○百武和義副町長 

 先ほど役職に上がるのが不安なところもあるんじゃないかということで申し上げま

したけども、これについては、これは女性に限った話ではないと思いますけども、男

性職員でもあるかと思います。上に役職に上がるのは誰でも嫌なことではないという

ふうに思いますけども、係長、課長となれば、それだけの責任が生じてきます。そう

いったことで、その役職につくのに不安が出てあるのではないかということで考えて

いるところで、この不安を払拭する方法、これについても町のほうは考えております

けども、一番重要なのは意識を変えるということですね。その意識を変えるためのい

ろんな研修の機会とか、お互いに話をできる場をつくるとか、そういったことが重要

でないかということで、今後そういった取り組みをしていきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

 以上です。 

 

○中村秀子議員 

 女性が活躍する社会というのはぜひとも実現しなければならない、私たちの世代の

中で実現して、次の世代にはそれが当然だというふうなことに持っていかなきゃいけ

ないものだと思います。物事を変えるには制度を変えることと意識を変えることに尽

きると思うんですけれども、その意識改革のほうが本町では、まだ町の中では行き渡

ってないというような、制度的にはどうぞって開かれているというようなことではな

いかなと思っておりますけれども、その町職がこういう状況を反映してか、いろんな

部落の行政区ですね、その役員だとか、そういうのの総会とか出てみると、もうほと

んど男性社会でございます。そこから何とか変えていかないと、地域の小部落のこと

についても女性の意見がどんどん反映されるためには何か手だてを講じなければいけ
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ないんじゃないかなあというふうに思っています。区長さんを女性を登用するだとか、

そういうモデルケースでもできたらいいんじゃないかなあというふうに思っていると

ころでした。 

 また、いろんな審議会がございまして、男女共同参画ということで女性の意見をと

いうことで、ほとんどの場合が女性団体の中から充て職として参加されておりまして、

ずっと審議会のメンバーを見てみますと、ほとんどメンバーが変わらないような方々

に参加していただいております。やっぱりもうちょっと人材を発掘して、いろんな審

議会の中にいろんな意見をお持ちの方に来てもらうというような方策も必要ではない

かなというふうに思っておりますけれども、いかがでしょうか。 

 

○百武和義副町長 

 役場だけじゃなくて町全体での取り組みということでございますけども、議員おっ

しゃいましたように平成28年４月から女性活躍推進法が施行されたわけでございます

けども、本町におきましては白石町特定事業主行動計画の見直しを行いまして、平成

32年度までに役職の女性職員の割合を30％以上ということを一応目標として取り組み

をすることにしておりますけども、町内、例えば先ほど出ました各種委員会の委員さ

ん、これは今充て職で女性が出てるのではということでございます。それとまた、各

地域での自治会等での役職についても女性の役職員さんは少ないのではということで

ございます。これについては、先ほど言いましたように役場だけではなくて、もう町

内全域にこうした女性が活躍できる環境づくりということを進めていく必要があると

いうふうに考えているところです。そのためにはどういったことができるのか、これ

から検討させていただきたいと思います。 

 

○中村秀子議員 

 女性が管理職を目指すというようなことは、小・中学生について考えてみますと、

中学生、小学生あるいは生徒会長に女性の子供たち出ておりますし、いろんな役職に

も出ておりますし、いろんな委員会を開いても男女限らず女の子の意見もぼんぼんぼ

んぼん出てまいります。非常に堅実な意見やすばらしいなあと思う意見も子供たちは

たくさん出しております。高校生もそうでございます。それが大人になるに従ってそ

れが抑えつけられているんじゃないかな、もう女性はちょっと大人しゅうしとったほ

うがいいぞみたいな雰囲気が町内あるいは県内にも、国内と言ってもよろしいでしょ

うか、そういうふうになって、風潮として役場の職員、さっきおっしゃったように、

もうなるの嫌だな、管理職になるの嫌だな、余りいろんなことを言うのはよくないな

あというふうな空気を醸し出しているんじゃないかなあと思っております。願わくば

女性が小・中学生あるいは高校生のときにどんどん活躍していたような活躍を大人に

なってもできるというような白石町であってもらいたいなあというふうに思っており

ますが、今後女性職員が管理職を目指すことができるような職場環境づくりの意識向

上に向けた町としての取り組みについて伺いたいと思います。先ほど少し言っていた

だきましたけれども、再度確認をお願いいたします。 
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○百武和義副町長 

 先ほど少し申し上げましたけども、今後はこういった女性職員の現状、そして仕事

に対する意欲、能力に応じた適切な配慮や支援、こういったことが職場のほうに求め

られております。まずは女性職員の管理職への積極的な登用を図るために、その能力

を十分に発揮できるよう適材適所の人事配置に努め、女性職員が幅広い職務を経験で

きるように配慮するとともに、特に中堅職員のリーダーシップ研修、それから管理職

育成研修、こういった研修会への積極的参加を促すなど、女性リーダーとしてのキャ

リアアップを積極的に支援していきたいと考えておるところでございます。 

 以上です。 

 

○中村秀子議員 

 積極的に研修していただくとともに勇気を持って管理職登用に丸をつけるというよ

うな職員が出ますようにどうぞ指導お願いいたします。 

 これをもちまして一般質問終わります。 

 

○片渕栄二郎議長 

 これで中村秀子議員の一般質問を終わります。 

 暫時休憩します。 

11時31分 休憩 

13時15分 再開 

○片渕栄二郎議長 

 会議を再開します。 

 次の通告者の発言を許します。友田香将雄議員。 

 

○友田香将雄議員 

 質問者の友田香将雄でございます。 

 ３月議会のときから２回目の一般質問です。まだまだ不慣れではありますが、一生

懸命質問いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 では、最初の質問であります高齢者を見守る取り組みについてです。 

 昨日、溝口議員も認知症初期集中支援チームや新オレンジプランなどについての質

問がございました。私は地域で取り組む支援について質問したいと思います。 

 認知症を患う方、そしてその御家族は本当に多くの課題を抱えられており、その御

家族にのしかかる御負担というものに関しましては本当に我々が想像をするもの以上

のものがあると思います。白石町の人口におけます高齢者の割合は平成26年度に30％

を超え、平成29年度では32％を超えると言われております。昨日の答弁でもございま

したように高齢者の４人に１人が認知症またはその予備群と言われる近年の状況を鑑

みますと、新オレンジプランの柱の５つ目にございますように認知症の人を含む高齢

者に優しい地域づくりの推進、つまり認知症の方、そしてその御家族を地域全体で支

えていくということがみんなが安心・安全に暮らせるまちづくりにつながるのではと

思います。このことに関しましては、皆さん共通意識として持っておられるのではな
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いかと思っております。そこで、平成17年度、今から10年前に厚生労働省が認知症を

知り地域をつくる10カ年キャンペーンを開始しており、そのキャンペーンの一環であ

る認知症サポーター100万人キャラバンというものを行っております。この取り組み

については白石町としても平成20年から取り組んでおり、ことしの２月の広報にも取

り上げられておりますが、この認知症サポーター100万人キャラバンについて、まず

は町民の方にわかりやすく教えていただけますでしょうか。 

 

○矢川又弘長寿社会課長 

 今、議員のほうから認知症サポーターのキャラバンについての取り組みについて御

質問だったと思っております。平成16年12月に痴呆の呼び名が認知症へ変更されまし

た。この背景には、痴呆は侮蔑的で高齢者の尊厳を欠く表現であること、その実態を

正確にあらわしていないこと、早期発見、早期診断等の支障となっていること、それ

らが認知症の取り組みへの障がいになっているなどが現状としてありました。先ほど

議員から紹介がありましたように平成17年度に厚労省から公表されまして、みんなで

認知症の人とその家族を支え、誰もが暮らしやすい地域をつくっていく運動が始まり

まして、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりに向け全国の自治体で認知症

サポーター100万人キャラバンの取り組みが展開されております。平成29年３月末現

在で認知症サポーター数は817万人を超えております。白石町でも認知症を理解し、

認知症の人や家族を温かく見守り支援する認知症サポーターを育成するために平成

20年度からこのサポーター養成に取り組み、養成講座の開講は63回で29年３月末でサ

ポーターは2,369人、養成講座の講師を務めていただきますキャラバンメイトは51人

いらっしゃいます。なお、受講者には修了証のかわりとしまして認知症の方を応援し

ますという意思を示す目印でありますブレスレット、オレンジリングを渡しておりま

す。本日、その現物をお持ちいたしております。これがオレンジリングというもので

あります。このオレンジリングには温かさを感じさせるこの色は手助けをしますとい

う意味を持つと言われております。 

 以上であります。 

 

○友田香将雄議員 

 認知症について正しく理解し、認知症の方やその家族を見守り支援する認知症サポ

ーターを多数養成し、認知症になっても安心して暮らせる町を住民の手によってつく

っていく、そういう住民同士で助け合っていける町になることを目指す取り組みです。

先ほど答弁いただきましたように本町としてもこの取り組みを長く行っておりますが、

60回以上にわたりこのサポーター養成を行ってきた中で反省と申しますか、今後より

一層進めていくために課題はどのようなものがありましたでしょうか。 

 

○矢川又弘長寿社会課長 

 議員からお尋ねありましたあらわれてきた課題ということでございますけども、認

知症に対する理解がどれくらい進んできたのかを検証することが必要だと思っており

ます。認知症の人と認知症サポーターの割合が１対１程度になれば、サポーターがそ
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れぞれの立場で役割を果たす地域づくりが可能ではないかと考えております。白石町

において開催されました認知症サポーター養成講座を受講された方は先ほど述べまし

たように29年３月末現在、サポーターにキャラバンメイトを加えますと2,420人です。

総人口に占める割合は9.9％、町民の10人に１人が受講されている形になります。ま

た、高齢者3.1人に対しサポーターが１人いる状況になります。この受講率は全国平

均6.5％を上回り、県内でも佐賀市に次いで白石町は２番目に高く、受講数も年々増

加いたしております。課題といたしましては、受講される年齢層が50歳以上、女性の

方が多数を占められているということでございます。受講された方は市町に登録され

るものではありません。また、何かの役割を担っていただくということもありません

ので、今後は一人でも多くのサポーター養成を努めるために学校との連携や認知症サ

ポーターのフォローアップ活動等を継続して取り組み、実効性を高めることによりま

して認知症高齢者に優しい地域づくりの取り組みを進めてまいりたいと思います。 

 以上であります。 

 

○友田香将雄議員 

 今、答弁いただきましたように、今後ますます重要となってくる認知症サポーター

制度についてですが、答弁いただきましたように実際多くの方が受講いただいてます

けども、その効果のほどがなかなかよく明確にならないというところがあって、より

一層多くの方にどんどんどんどん認識に関して進めていくために受講も取り組んでい

っていただく必要があるというところの課題があるのではないかなと思っております。 

 そこで、興味深い取り組みが熊本県のほうで行われておりましたので、そちらのほ

うを少し御紹介したいと思います。資料のほうで配らせておりますが、ことし４月

27日の西日本新聞の記事です。熊本県菊池市の取り組みが国際アルツハイマー病協会

国際会議の中でカナダ、シンガポールなどの世界８地域の取り組みと並んで先進例と

して紹介されるとのことです。その取り組みを説明しますと、菊池市では2009年から

市内の小・中学校向けに認知症サポーター養成講座を始め、現在は小学校10校と中学

校５校の全校で実施されています。養成講座を受けた生徒は認知症キッズサポーター

として地域を見守る一員となり、その人数は３月末現在6,860人に上るそうです。子

供たちが認知症の理解を深めキッズサポーターとして地域を支える一員となるという

取り組みですが、この取り組み、最初はいろいろあったそうです。記事にもあります

ように、特に問題となったのが子供たちの安全についてです。学校では知らない人に

声をかけないようにと子供たちに教育しています。その中で例えば認知症の方が自分

の居場所がわからず迷子になられている、そういうところを子供たちが発見した場合

に、たとえ認知症が疑われる心配な高齢者であっても知らない人に声をかけるという

行為についてどうするのか、子供たちの安全を守れるのか、そういう指摘があったそ

うです。私がこの取り組みが本当にすばらしいなと思ったのが、この指摘に応えたと

ころにあります。迷い人を発見した小・中学校の相談窓口になるといった７つの宣言

をした菊池市内の計806の見守り協力者や協力事業者が軒先に大きなオレンジリング

と呼ばれる、こちらですね、現物ではないんですが、このようなイラストを載せたリ

ング、持ち込み資料のほうに画像は載っていますけども、こういったものを軒先に掲
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げることとして、子供たちは心配な高齢者を見つけましたらリングを掲げているお店

や事業者の大人と一緒に声をかけるという仕組みを構築しております。この取り組み

は本当に興味深いと思います。従来であればどちらかというと見守られる側である子

供たちが自分たちも地域の一員として地域の安全を担うことができる、大人と子供た

ちが協力し困った人を支援することができる、そういう仕組みがみんなが安心・安全

に暮らせる町白石町になるために必要なことではないのかなと考えております。この

認知症キッズサポーター、先日の６月２日では武雄青陵中学校のほうでも取り組みを

始められていると情報を得ています。この白石町でもこの取り組みを導入すべきでは

ないのかなと思っておりますが、こちらについて御答弁をお願いいたします。 

 

○吉岡正博学校教育課長 

 認知症サポーター養成講座の実施についてお答えをいたします。 

 まず、私ども白石町の高齢化、白石町の状況を申しますと、高齢化率の高い、また

児童・生徒が３世代、４世代同居をしている家庭も多いところです。児童・生徒に認

知症の理解は必要だと考えております。小・中学校では教科の中では総合的な学習、

家庭科の中で扱うことになります。また、本町の小・中学校では高齢者施設への訪問

や高齢者体験、高等学校の社会福祉系列の生徒との交流などを実施をしております。

先ほど議員がおっしゃいました講座の件でございますが、この内容は認知症に対する

正しい知識と理解をもって地域や家庭で認知症の人や家族に対してできる範囲での手

助けをする認知症サポーターの養成ということの講座でございます。小・中学生向け

のテキストがありまして、90分ほどの講座とされております。この講座は学校長の判

断で受講することも可能ではございますが、白石町につきましては先ほど申し上げた

高齢者との交流、体験学習を通じて本町の児童・生徒には認知症に対する知識と理解

を持たせているところでございます。 

 

○友田香将雄議員 

 今現在、違う形で高齢者の、特に認知症の方に対する理解を深めている活動をされ

ているということの答弁だったと思いますが、１つは理解をするというところに関し

ましてはとても重要な意義があるということで今現在も進められているとは思います

が、もう一つ段階を踏んで子供たち自身が何か地域のほうで一翼を担うというシステ

ムのほうも大変重要でないかなと思っております。もちろん小学校、中学校、どちら

もカリキュラム等の都合がありますので、大変その中で新しく何かを取り入れるとい

うことはなかなか難しい現状があるということにつきましては私も承知しているとこ

ろではありますが、しかしながら子供たちが地域の目となり困った人を見つけた際に

大人と連携する仕組みを確立することが、この白石町のほうでもできましたら、例え

ば認知症の方のみならず高齢者や障がいを持たれている方など多くの支援を必要とさ

れている方に対して有効な重要な取り組みになるのではないかと考えております。そ

して、困っている人を見つけるという点におきましては、前回３月議会で質問させて

いただきましたが、ヘルプマークなどの導入も積極的に両方とも積極的に導入を検討

することで一つの案に関して例えば10効果があるものに関しましても２つ取り入れる
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ことで20以上の有効的な効果を生み出せるのでないかなと考えておりますが、こうい

った子供たちの力も地域の安全・安心を守るために協力を子供たちのほうにもしても

らうということに関しまして、町長、どのように思われますでしょうか。 

 

○田島健一町長 

 今、認知症対策の中で子供たちとの関係をずっと言っていただきました。まさしく

今は核家族化をしてるわけでございますけども、本町においては結構２世代、３世代

もあろうかと思います。家庭の中でも見たり聞いたりすることもあるでしょうし、ま

た外でもそういうことが必要だというふうに思います。本町ではコミュニティ・スク

ールというのを取り組んでおりまして、そういったことの中でもやっていけるんじゃ

ないかなあというふうに思います。そういったことで、子供たちにも認知症というも

のを理解していただく、そしてまた認知症とか障がい者とか、そんな方全てに対して

子供たちが接していくということも、大きくなっていく中においては絶対必要だとい

うふうに思いますので、今後何らかの形で検討していきたいというふうに思います。 

 以上です。 

 

○友田香将雄議員 

 地域の課題におきまして町民みんなが協力してそれを解決していく、そのことにつ

いては本当に重要なことと思っておりますので、どうか引き続きいろんな形で御検討

のほうよろしくお願いいたします。 

 次の質問に行きます。 

 まず、ＩＣＴ利活用についてです。佐賀県では全国に先駆け平成23年度から全県規

模で先進的ＩＣＴ利活用教育推進事業に取り組み、本町でもＩＣＴ利活用教育が始ま

りました。ＩＣＴ利活用、日本語で言えば情報通信技術の活用は、子供たちの学習へ

の興味関心を高め、わかりやすい授業や子供たちの主体的、共同的な学び、いわゆる

アクティブ・ラーニングを実現する上で効果的であり、確かな学力の育成に資するも

のであるとして今日取り組まれております。まず、このＩＣＴ事業における利活用に

ついてどのぐらい重要と思われているのか、また今後は現状の水準を維持するのか、

それともこれからさらにＩＣＴ利活用を推進させていくのか、このあたりのお考えを

町長お聞かせ願えますでしょうか。 

 

○田島健一町長 

 ＪＣＴ機器を利用した授業の取り組みについてでございますけども、これまで私も

学校訪問等でたくさんの授業を参観してきております。特に最近の授業では先生や児

童・生徒がＩＣＴ機器を特別にとりたてて活用するのではなく、ごく自然に活用する

姿を見ることができます。また、児童・生徒の意識調査でも電子黒板などを使うこと

で勉強がわかりやすいという意識を持ってることがわかりました。ＩＣＴ機器は利活

用することが目的ではなくツールであると認識をいたしております。視覚や聴覚情報

で提示する場合、イメージしやすい大変便利ですが、体験を通じての情報にはかない

ません。そこら辺を踏まえて利活用していく必要があると考えております。 
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 以上でございます。 

 

○友田香将雄議員 

 町長の答弁でもありましたように、このＩＣＴを利活用することによって多くのメ

リットがあるということは大きな形で出てきているのではないかと思っております。

では、このＩＣＴを活用した授業につきまして町内の学校では現状は具体的にどのよ

うな形で活用されているのでしょうか。取り組み状況について教えてください。 

 

○石橋佳樹主任指導主事 

 先ほど町長から答弁があったとおり、本町の先生方、そして児童・生徒のＩＣＴ利

活用は随分浸透してきたというふうに考えております。特に電子黒板を導入したこと

により非常に映像で学習が確認できるというよさがあるのかなというふうに考えてお

ります。当初の板書等ではなかなか理解しにくい、例えば算数や数学の考え方である

とか、あるいは裁縫の具体的な手の動かし方であるとか、そういった情報をもう間近

に動きを踏まえて勉強ができるということで非常に効果的に活用することで１時間の

狙いを効果的に達成できるというよさがまずあると思います。ただ、それに伴う課題

として、導入当初ＩＣＴ利活用大切ですよという解釈がそれぞれの学校であったり先

生方個人の解釈がまちまちであったためにできるだけ利活用しなくてはならないとい

うことで、もう一から十まで電子黒板でとか、そういう状況も若干あったわけですね。

当初はちょっとそういう傾向もございました。ただ、教育に関してはやはりバランス

だと思います。今まで話してきたいわゆるデジタルの部分、しかし昔から大切にされ

てきた読み、書き、そろばん、文章を読み、そしてそれを解釈をし、自分の頭で人に

伝えるためにどう伝えるべきなのかというのを頭の中で思考させながら書くとかとい

う作業を通しても教育は欠かせないものがあります。そういったところを先ほどから

出ております体験的な学習というふうに申し上げますけども、そういう体験的な学習

であったり、これまで大切にされてきた不易の学習の部分とのバランスをとりながら、

より効果的に今後も引き続きＩＣＴ利活用教育、授業での活用等を進めていかなくて

はならないと思います。大切にされてきた板書や発問、教師にとってもこれからも大

きな研修課題として取り組むべきことであるのではないかなと考えております。 

 以上です。 

 

○友田香将雄議員 

 私、上の子２人が小学校ではあるんですが、先日小学校の授業を拝見させていただ

く機会がありました。各学年で電子黒板を活用しながら、また電子黒板と併用してい

ろんな紙媒体の資料であったり、本当に教員の方々手づくりのワーク物だったりと、

本当に複合的な形での授業をされてるということで、大変工夫を凝らした授業を行わ

れておりました。その様子を見て私自身も、ああ、私の小さいころもこういうやつが

あればもっとおもしろかったのかなと思いながら見させていただいているものでござ

いました。昨年12月、前田議員がＩＣＴについて質問された際の議事録を確認させて

いただきましたが、そのときの答弁で一人一人の個性や能力に応じたわかりやすい学
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習ができるようになったなどの一定の効果が上がってるということはこちらのほうで

も確認をさせていただきました。しかし、ＩＣＴを授業で活用してきた中で課題も先

ほどおっしゃられてるようにあるということだったのですが、12月の答弁では情報モ

ラルやセキュリティーに関する課題についてあるということでの答弁がありましたの

で、例えばそれ以外のところでこれからＩＣＴの利活用を推進していくというところ

で何か課題というか対策等も含めてありましたら、そのあたりも含めて御答弁いただ

けますでしょうか。 

 

○石橋佳樹主任指導主事 

 １つ挙げさせていただくと、もうＩＣＴ、もう御存じのとおり日進月歩で進んでい

っております。この後も新しい学習指導要領等を示されていくのですが、その学ぶべ

き学習内容に沿った形で当然先ほどお話をしたようなＩＣＴ利活用も重要なツールと

して継続していくと考えた場合、その進んでいく学習内容に対応できる機器であると

か定期的なメンテナンス、維持管理、さらなるニーズに対応するための環境整備とい

うのがなるべくちょっと追いつかないといけないなというふうに考えております。当

然これから新しい学びにまた向かう教職員や子供たちと向き合うための研修等も必要

にはなってくるんですが、さらなるそういった環境整備、教職員研修等を踏まえ研究

をしていくといいますか、より充実させていくことが今後の課題ではないかなという

ふうに考えております。 

 以上です。 

 

○友田香将雄議員 

 私の考えとしましても、今現在これだけいろんなツールが発達している中で学習環

境にＩＣＴをどんどん活用しながら、またいろんな形の複合的に教育の質というのを

向上させていくということについては大変重要であるのではないかなというふうに思

っております。ただ、ちょっとここで１つお聞きしたいことがあります。一方でＩＣ

Ｔの利活用について少なからず否定的な意見もあるのは御存じなのかなと思っており

ます。数値的な効果がなかなか表に出ないということあたりとか、あとはＩＣＴの利

活用を進めていくに当たり学校現場のほうに過大な負担を乗せているのではないかと

いうお話も聞くことがあります。そのあたりの意見について把握されてるのかなとい

うところはありますので、そちらと、あとそれについてどのような意見を持たれてる

のかなというところを簡単にでも教えていただければと思います。 

 

○石橋佳樹主任指導主事 

 現場の声ということで解釈してよろしいでしょうか。具体的な数値としてちょっと

調査をしたわけではないですが、私自身も教育現場に携わっていた者として答えさせ

ていただきますと、現状においてＩＣＴ利活用が進んだことによって逆に困ったとい

う声は余り聞かなくなったと思います。逆にそれをツールとして活用することで非常

に学習の幅が広がった、指導の幅が広がったというふうな声は多く聞いております。

また、23年度からの県の導入によりいろんな形で先生方も研修を加え、そして授業づ
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くりをしてきました。非常に指導自体に自信を得ることができたのではないかなとい

うふうに思っております。ただ、もう一つちょっと課題としては、先ほど申し上げた

ことと関連していくんですが、なかなか環境整備が追いつかないという課題がござい

ます。この必要なときに、今使いたいというときに、例えばちょっと移動パソコン等

の機器が手元になかったりとか、こういうふうな学習も可能ではないかということで

授業を仕組むに当たりまだソフト等が追いついていないとか、そういった課題は当然

ございますが、そのあたりについては学校のほうにも先生方にも今のところはこうい

う現状ですという御理解をいただきながらできる範囲でお願いしますというふうなと

ころもございます。そういったところが課題になるかと思います。 

 以上です。 

 

○友田香将雄議員 

 先ほど御答弁いただきましたように、このＩＣＴの利活用というのはしっかりと教

育現場のほうにも根づいてこれからもいくところの答弁だったのではないかなという

ふうに受けとめました。 

 そこで、このＩＣＴに似たような話である次の質問に移らせていただきます。小学

校の次期学習指導要領においてプログラミング教育の必修化がされることとなってお

ります。自分が意図する一連の行動を実現するためにはどのようにすればいいのか、

理論的に考える力を形成するために今回必修化がされると把握しておりますが、まず

このプログラミング教育はどのようなものかお願いいたします。 

 

○石橋佳樹主任指導主事 

 プログラミング教育についてということでの御質問だったかと思います。小学校次

期学習指導要領が平成29年３月31日、文部科学省より公示され、御質問のプログラミ

ング教育は、この中の一つに位置づけられるようになりました。平成30年度から先行

実施、そして平成32年度から全面実施となっておりますが、小学校におけるプログラ

ミング教育が目指すものは、根本的なところは先ほどお話にもありましたように子供

たちの論理的な物の見方、考え方を身につけさせるためのツールとして活用していく

ことだと捉えています。子供たちがコンピューターに意図した処理を行うよう指示す

ることができる、例えばＡに進むのであればこうなるとか、Ｂを選択した場合はこの

ようなことになるというふうな先を読む力といいますか、そういった指示ができると

いうことを実際にプログラミングを体験しながら身近な生活でコンピューターが活用

されているよさを知ったり、あるいは問題解決には必要な手順があるということです

ね、大きな階層があって、そこから具体的にどんどん詰めていって、２つの理由によ

ってこのような結論になりますというふうな、こういった論理的な思考ができる、非

常にこういったところが大事なんですね。まとめて言いますと言語活動というふうに

言えるかと思うんですが、そういった言語活動にもつながってきます。そういった先

ほどの繰り返しになりますが、コンピューターによるプログラミングに触れて体験し

活動のよさを知ることによって自分の生活に生かそうとする態度を身につけることな

ども大切ではないかと思います。論理的思考をプログラミングを通して身につけるこ
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と、そして自分の生活によりよく生かそうとする態度を身につけることというふうに

捉えております。ただ、今後小学校で効果的な教育を進めていくための条件としては、

まだ具体的に示されてないのが現状でございます。いつ、どんな内容を、どれぐらい

の時間をかけて、そして実際にどのようなソフトや教材を使ってという部分がまだ不

明確なんですね。ですので、今後中央教育審議会や関係会議等の具体的な指針の動向

等も見ながら対応していく必要があるのかなと思います。それを見て本県や本町でど

ういった環境整備が必要なのか、どのような教材をそろえていく必要があるのかとい

うのを見据えて今後進めていく必要があるかと思っています。 

 以上です。 

 

○友田香将雄議員 

 このプログラミング教育についてなんですけども、すごく大ざっぱな説明をします

と、ロボットがあったとして、ロボットに右手を挙げてくれという指示を行います。

それをプログラムというものをつくって指示を行うんですが、なかなかロボットも右

手挙げるのに左手を挙げるとかという、こういうエラーがあるんですね。そういうエ

ラーをいろんな形でなぜだろうなと、どういう形でするのがいいのかなという試行錯

誤、俗に言うトライ＆エラーと言われるんですが、そういうことを繰り返すことで論

理的思考を養うと、ちょっとかなり大ざっぱではあるんですが、そういった取り組み

をプログラミング授業ということで、これから、特に小学校のほうで必修化されてい

くという内容ではあるのですが、このプログラミング教育に関しまして先ほどのＩＣ

Ｔと比べましても少し専門性の高い内容であるかと感じますが、実際学校の現場で考

えますと、学校の先生方、これを本当に必修化に向けて動いていくとする場合、本当

に大変なんだろうなというのは思います。私自身も少し携わってるものですから、つ

くづくそういうふうに思います。しかしながら、必修化が決まった以上、そのプログ

ラミング教育の効果が最大限発揮され子供たちの利益となるようにするのが我々の務

めであります。2020年、必修化が始まるまで余り時間がないように感じられるのです

が、ばたばたとして中途半端な導入にならないよう今からしっかりと準備を進めてい

く必要があると考えますがいかがでしょうか。 

 

○北村喜久次教育長 

 小学校のプログラミング教育について御質問をいただいております。ここで１つ誤

解がないようにしなきゃならないと思いますけど、プログラミング教育といいますと、

コーディングといいますか、プログラムそのものをつくること、例えばベーシックに

しろＣ言語にしろ、そういうものを操ってプログラムをつくることではないんですよ

ね。そういうものじゃなくて、結局小学校段階ではコンピューターというものは人が

意図した処理をすれば指示することができるものだということを体験させるというも

のなんですね。ブラックボックスではない。人の指示で動くということを体験させる。

したがって、このための特別の時間というものもございません。指導者の裁量によっ

て例えば理科とか国語科とか図工の時間等を使って指導するということで、例えば簡

単な図形を描かせたりとか、そういうことでブラックボックスじゃなくて人の意図で
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動かせるものだということを学ばせる段階なんですね。ちょっと小学校でプログラミ

ング教育というと、そんな専門的なことを小学校段階からやるのかと思われますが、

そういうことじゃないということですね。ただ、これまでしかしなかった分野ですの

で、中学校では技術家庭科等でも既に実施をしていますが、小学校段階ではなかった

分野ですので、指導者としては今後計画的な研修によってより効果的な指導が子供た

ちにできるように進めていかなきゃならないと思っているところです。 

 

○友田香将雄議員 

 先ほど教育長が御答弁いただきましたようにプログラムについて専門性が高いこと

を学ぶわけではないんですね。ただ、今まで行ってなかったことに関して改めて学校

の教員の先生たちがそこも視野に含めた形での授業を行う必要が出てくるというとこ

ろで、ちょっと御負担も出てくるのでないかなというのは間違いないところでござい

ます。なぜ私がここを追求するかというと、以前のＩＣＴの活用の導入を進められる

ときに各自治体が本当に見切り発車的に進めていた自治体が本当に多く、そのおかげ

で学校現場が混乱したという話も本当に多くありました。このようなことにならない

ようにする必要があると考えております。スムーズな導入になるよう、しっかりと計

画を進めていくということは本当に必要であるとともに、それと同時に新しい学校の

先生に対して負担がかかることでございますから、一方で学校の先生たちの日々の活

動に対して負担を軽減させるというところの双方向での検討も必要でないかなと思っ

ております。なるべく先生方の負担が過度なものにならないよう、例えばプログラミ

ング教育に関して外部講師を利用していくとか、そういうことで先ほど中村議員の質

問にもありましたように外部の力というものも有効的に活用していくということも含

めて検討を進めていかなければならないのかなと思っております。 

 それともう一つ、これもＩＣＴ、もちろんプログラミング教育にも関係することで

ございます。先ほど答弁にもありましたように、これからどんどんそういった形での

活用が進んでいくと思われる中で設備がなかなか整いにくい状況にあるというのは本

当に残念なことではないのかなと思っております。小学校での現在移動パソコンで対

応されておりますが、先ほど答弁いただきましたように使いたいときに使えない状況

がたまにあるというところがあるということなので、それは子供たちの学習の機会を

少し制限してしまっているという状況があるのではないかなと思っております。平成

30年度で現在の移動パソコン機器のリース契約は終了するということでございますが、

その後は各学校のほうにしっかりと配備していただけるようお願いしたいのですが、

どのようにお考えを持たれてますでしょうか。 

 

○石橋佳樹主任指導主事 

 議員さん御指摘のとおり、先ほどの点につきましては、いろんな校長会であったり

教頭会であったり、現場の声を聞く機会のときに声として上がっております。その期

間が終わりましたら、よりよい形で学校に提供できるような形で検討していかなくて

はいけないなと考えていたところでございます。ありがとうございました。 

 以上です。 
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○友田香将雄議員 

 本当にここって大切なポイントなんですね。子供たちの学習環境を充実させるため

に正直言って限られた予算の関係で運営していく必要も本当にございます。しかし、

予算を理由に子供たちの教育環境の整備を制限してしまうことが本当にいいのかなと、

そこは私はどうしてもよくないのではないかなと考えております。では、どうすべき

かなというところを考えていきますと、そこを突き詰めていければ、私はどうしても

ランニングコスト等のことも考えますと学校の統廃合等も必要性も含めて考えていっ

て、そして学習環境の設備の充実にどんどんしっかりと充てる必要がないのではない

かなと思いますので、このあたりにつきましては９月の定例議会の際にまた御質問さ

せていただければと思います。 

 そして、最後の質問に移ります。 

 済みません、ちょっと町長、かなり漠然とした話で申しわけないんですけども、行

政情報の積極的な公開が必要とよく言われるんですが、なぜ必要なんでしょうか。こ

れをちょっと簡単に御答弁いただけましたらと思います。 

 

○田島健一町長 

 今日においては、行政をつかさどる、私たち行ってるわけですけども、税金を払っ

ていただいてる町民の方たちにどんなことをしてるのかとか、全てを明らかにしてい

くというのは必要だというふうに思います。そういったことから情報公開等、また事

件、事故等あっても速やかに明らかにしていく、そして問題はどこにあったのかとい

うものとあわせてお知らせしていくことは必要だというふうに思います。また、事件、

事故のことばかりじゃなくて意見公募手続ということもございますけれども、これも

行政が行っていく上ではいろんな審議会とか、もちろんこの議会でも議論をしていた

だくわけでございますけども、一般の町民の方からの意見というのもいただかないか

んということもあるわけでございまして、そういったこともパブリックコメント等々

ありますけども、そういったこともやっていかにゃいかんと。とにかく行政がやるこ

とは町民の方にも知ってもらうということは必要じゃないかなと思います。 

 以上です。 

 

○友田香将雄議員 

 町長の御答弁にありましたように、行政情報の積極的な公開、この目的の一つとし

て町民の方に今白石町はどんな課題を持っているのか、白石町はこれからどんな未来

に進むのかということに対して興味を持ってもらうということが本当に重要であると

いうことは皆さんと共通認識として持っているのではないかなと思っております。町

民の方に行政について興味を持ってもらう、町の課題について考える、そしてどうい

うふうにすればこれから先どんどん進展していくのか、発展していくのかということ

を行政のほうに声を上げていただく、それが白石町の発展や行政の活性化について必

要不可欠ではないでしょうか。ここで質問ですが、現在主に行っている行政情報公開

の手段としましてホームページなりいろいろあるかとは思いますが、どのようなもの
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を活用されていますでしょうか。 

 

○松尾裕哉総務課長 

 行政情報の公開の手段等でございますけど、白石町におきましては白石町情報公開

条例がございますが、その14条に情報公開の総合的推進という規定ございます。それ

に基づきまして町が保有します情報の提供を推進することで行政運営の透明性の向上

を図るとともに町民との情報の共有を図っているところでございます。主に公開をし

ております情報としましては、町が町民に広く周知したい新規施策やイベント等に関

するＰＲの情報、それから町政運営に関する基本的な計画や重要な施策、予算や決算、

そして組織や定員、給与等に関する情報等の行政の基幹情報がございます。現在、町

広報紙やホームページを利用いたしましてＰＲ情報、町政の基幹情報の公開を行って

おりますが、最近ではより幅広い周知のためにテレビや新聞などの報道機関向けのプ

レスリリースなども行っている状況でございます。 

 以上です。 

 

○友田香将雄議員 

 先ほど答弁いただきましたように、さまざまなツールを使って情報公開を積極的に

行っているということでございましたが、一方で町民の方、特に若い世代のほうから

なんですけども、なかなか行政に対しての関心が高まっていないという状況があるの

ではと思っております。これはことし１月の成人式のデータなんですが、私、成人式

の会場で新成人向けにアンケートをとらせていただきました。テーマについては１月

末の選挙、この間の選挙について行くかどうかというテーマだったのですが、行かな

いと答えた人は行くと答えた人の３倍だったんですね。その行かないと答えた人の理

由とした中で２番目に多かったのは選挙の日に白石町にいないということでした。そ

れはちょっとしようがないところもあるのかなというところではありましたが、一番

は町の行政について興味がない、よくわからないというお答えが本当に多かったです。

このことについてどう思われますでしょうか。 

 

○松尾裕哉総務課長 

 白石町に対して興味がないというようなことでどう思われますでしょうかというこ

とでございますけど、私たちの町の情報をもっともっと、白石町がこういうのである

というような情報をもっともっと知らせるべきところが不足しているんじゃないかな

というふうに思っております。 

 以上です。 

 

○友田香将雄議員 

 やはりこれからどんどんどんどん今まで行っている手段以外に新しく取り組んだも

のでこの行政情報というのを発信していく必要はあるのかなというところではござい

ますが、そこで町民の方からの意見を募集するパブリックコメント制度についての質

問に移らせていただきます。パブリックコメントとは政策を実施していく上であらか
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じめその案を公表し、広く町民の皆様から意見や情報を募集する制度です。本町とし

てもその制度を行っておりますが、まず質問ですが、ことし３月に行われた白石町公

共施設等総合管理計画案に関する意見募集について募集期間は３月17日から27日の

11日間でした。このパブリックコメントの募集についてどのような形で告知を行われ

たでしょうか。 

 

○松尾裕哉総務課長 

 白石町公共施設等総合管理計画の意見募集についてはホームページで周知をしてい

ます。 

 以上です。 

 

○友田香将雄議員 

 そこで、済みません、２枚目の資料のほうを御確認ください。これ、私自身がちょ

っとことし１月からの佐賀県内で行われたパブリックコメントのほうをまとめた資料

ではありますが、各自治体のパブリックの募集期間につきまして見ていただいたらわ

かるように、おおむね１箇月の募集期間を持たれてるところが多くて、短くても大体

20日以上というところが結構多かったんですけども、この白石町、今回３回パブリッ

クコメントの募集をされてるのですが、11日間、16日間、13日と比較的少しちょっと

短いのではないかなと思います。これは何か理由があるのでしょうか。よろしくお願

いします。 

 

○松尾裕哉総務課長 

 行政手続法によります意見公募等の規定等におきましては、30日以上というような

法的には規定もございます。それ、私どものそれについてその30日に縛られるわけで

はありませんけど、白石町についておおむね２週間程度というような、それを加味し

た規定等はございませんが、大体するときは２週間程度でするというようなことでさ

せていただいています。 

 以上です。 

 

○友田香将雄議員 

 この日数におきましては、短いところ、黄色い線でちょっと色づけしてるところの

自治体に関しましては、私、電話で全部聞いてきました。どうですかと、短くされて

る何か理由か何かあるんですかとお聞きすると、基本的には１箇月間公表をしたいと

いう前提があるが、その案件等を詰めていくに当たって判断日が決まっている中でど

んどんどんどん予定がずれ込んでいって、１箇月予定してる中がどんどん、例えば

25日だったり20日だったり15日だったりとかということで、募集期間が短くなってい

ってしまったというところだったんですね。なので、本来であれば１箇月程度の募集

期間を持ちたいというところでした。逆にこちらはここに載ってる以外の県外の市町

村にも確認したんですが、その日数が１箇月とられてるところに関しまして聞いてみ

ました。そうすると、やはり行政内で役場内と申しますか、その中でいろんな形でこ
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ういう懸案を進めていくに当たってどんどんどんどん日程がずれ込んでいってタイト

な日程になりやすい傾向はあるんですが、パブリックコメントを実施するという中に

当たって短い期間を募集するというのは、町民からの意見の吸い上げという機会を制

限してしまうのではないかなというところで、何とか１箇月というところで確保され

てるというところのお話でございました。短いから悪いというわけではないとは思う

んですが、このパブリックコメントですね、先ほどホームページで公開されたという

ことだったんですが、町民の方自体、このパブリックコメントやってるよということ

自体知らない方が本当に多かったんですね。これをやるということでしたら、多くの

方に意見を出す機会を設けていただけるように、これも積極的に広報を進めていく必

要があるのかなと思っております。これは行政情報の発信は発信するだけではなくて、

町民の方のいろんな意見を行政に言える環境を整えるということも含めた形が本当の

意味での取り組みになるのではないかなと思っております。先ほど新成人の話ではあ

りませんが、新成人の方のみならず多くの町民の方が行政、議会も含め何をしている

のかよくわからないと、町の情報がなかなかとれないと感じておられる方が本当に多

くいらっしゃいます。そういった方に行政について知っていただけるような積極的な

取り組みを行う、まちづくりに参加していただくというのが我々がまずやらなければ

ならないことではないのかなと考えておりますが、町長、そのあたりいかがでしょう

か。 

 

○田島健一町長 

 パブリックコメントについての期間の長短というところ、また発信をするのもホー

ムページ上だけじゃなくてまた違ったところでもというようなお話もございました。

これについては、先ほど課長も答弁いたしましたように白石町情報公開条例等々もご

ざいますので、その中でまたいろいろ検討もしていく必要があろうかというふうに思

います。しかしながら、先ほど来お話ありますように期間が短いからだめだというこ

とには一概にはならないというふうに思います。いろいろ話も聞きますと、最初のと

きに見ないと、例えば１箇月も２箇月もしても、後ろのほうではほとんど出てこない

というところもあって、全てが日数ではないというふうに私は思っております。しか

しながら、先ほど議員からのお話もございました。そういうことで、内部でもいろい

ろとまた検討もさせていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

 

○友田香将雄議員 

 これは町民の方自身が町に対していろんな形で興味を持ってもらうということが本

当に重要であると思ってる中での取り組みになってくるのかなと思っております。や

はり４年に１回の選挙のときだけに町の行政についてとか、いろんなことについて興

味を持ってくれと、選挙に行ってくれとかという話ではなくて、常時積極的に行政の

ほうから町民の人たちに興味を持ってもらうための行動を起こしていく必要があると

思います。我々議員も含め新しい方法をどんどん取り入れながら町民の方と一緒に町

をつくっていく、そういう町であるべきと思います。積極的な行動をお願いするとい
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うことで今回の私の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

 

○片渕栄二郎議長 

 これで友田香将雄議員の一般質問を終わります。 

 暫時休憩します。 

14時13分 休憩 

14時35分 再開 

○片渕栄二郎議長 

 会議を再開します。 

 次の通告者の発言を許します。重富邦夫議員。 

 

○重富邦夫議員 

 重富邦夫でございます。 

 本日、６月議会一般質問最後の質問者ということで、皆様方、お疲れのところ最後

までおつき合い願いたいというふうに思います。 

 きょう、本日、２点通告をさせていただいております。 

 １点が農業振興について、もう一点として防災計画について、大きく２点質問をさ

せていただきたいというふうに思います。 

 農業振興についてでございますが、この白石町の基幹産業である農業でございます

が、本当にさまざまな特産物ができており、日々時間を惜しまず天候と戦いをしなが

ら日々努力を重ねる農家の皆様方には本当に感謝をするばかりでございます。しかし、

今のこの日本の農業の状況というものはＴＰＰを初め農業人口の減少、担い手不足、

農業を取り巻く環境が一段と厳しさを増す中、この白石地区農業も大きな転機を迎え

ているというふうに捉えております。農業者の多くはこれから白石の農業はどうなる

んだろう、そういった不安の声をよく耳にいたします。やはりこれから白石の農業と

いうのはどういう方向性をもって動いていくものなのか、またどういうふうに進化を

していくのか、そういった指針を目標をこれまで町長、農業分野に関しては何度も答

弁されてきていることだというふうに思っておりますが、いま一度しっかりとした方

向、指針ですね、目標を示していただきたいと。農業者の方はどの方向を向いて努力

をしていいのか、またこれも農業者の方も投資というものをしていかなければならな

くて、方向というものがある一定程度見えてないと、そこに一歩踏み込めないという

ふうなところもございますので、農業者が戸惑うということがないように白石町が推

進をするこれからの農業体系のあり方、方向性についてお伺いをいたしたいというふ

うに思います。 

 

○田島健一町長 

 重富議員からの農業の今後の方向性等についての御質問いただきました。今日の農

業を取り巻く情勢というものは、米の価格低迷、また農業従事者の高齢化や後継者不

足による生産基盤の脆弱化など厳しい状況にあります。農業は佐賀県、特に我が町に

とっては地域を支える基幹的な産業でございまして、地域社会を形成する上で欠くこ
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とのできない大切な産業であるということは言うまでもありません。町といたしまし

てはこれまで以上に高品質化、低コスト化のための新品種や新技術の普及や経営の体

数強化策などに力を注ぎながら、つくること、そして売ること、そして人づくり、こ

ういったものをそれぞれの施策で進めてまいりたいというふうに考えてるところでご

ざいます。 

 以上です。 

 

○重富邦夫議員 

 やはりこの農業の体系というものが変化を遂げるということがこれから問われてく

るんだろうというふうにも思いますが、白石町の中でも農業法人化というふうなこと

で政策が進められておりますが、この法人化というものをした後のことなんですが、

法人化をしたから、補助金等がもらえる形にしたから、あとは農業法人のほうでやっ

てくださいというふうな形なんですか。それとも、法人化した後の具体策として町と

してある一定の方向性というものを持っておられるんでしょうか。お願いいたします。 

 

○堤 正久農業振興課長 

 この集落営農の法人化ということでございます。法人化をなされた地区も数箇所ご

ざいます。現在準備委員会を立ち上げて、その設立へ向けて準備をされているところ

もございます。その中でその設立準備の前の段階から農業振興課としてはその集落と

一体となってやってるところでございます。この法人化へ向けての動きにつきまして

は、町を初め普及センター、ＪＡ、国とかさまざまな機関が後押しをしながらその法

人化を設立するというところを頑張っているところでございます。まだまだ白石町内

では全体が法人化できるようなところまでなっておりませんけども、法人化されてる

ところについては今後町、普及センター等もあわせながら支援を行ってまいりたいと

いうふうに思っているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○重富邦夫議員 

 この米、麦、大豆に関して、もう前から補助金等が出ておるところなんですが、こ

の今の国の農業政策の一つの段階的措置として法人化というものが恐らくは国の狙い

として進められ、大規模的に生産ができる競争原理の土俵というものに乗っかるとい

うふうに考えます。これからますます全国的に農業法人というものがふえ、組織とし

てある一定程度の経営安定の流れというものが法人としてつけば、今ある水田各種補

助金等が、これは国の狙いとして段階的になくしていくというような私個人の見解で

すが、そういった懸念がございますが、いかがお考えでしょうか。 

 

○堤 正久農業振興課長 

 法人をされると国の補助金等々がなくなっていくのではないだろうかというような

御質問かというふうに思います。現在もその補助金の採択要件というのは少しずつそ

ういう集団とか面積要件をしていくというようなことになっているところでございま
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す。特に相当前ですけども以前までありましたトラクター、コンバイン等の汎用機械、

こういうものについては、もう現在は補助事業にのるということはまず考えられない

というようなところになっているものだと思っております。基本的には一度補助事業

を利用して購入もしくは設置したものの更新、建てかえ等については自己資金もしく

は制度資金等を利用しながら更新をしていくというのが基本だろうと思います。新た

に何かを挑戦していこうとかモデル的なものについて国庫補助なり県補助なり町のほ

うの補助についてもそういう基本スタイルを持ちながら補助事業というのはつくって

いくものではないだろうかというふうに思っておりますので、全国的に法人化をなさ

れていくから補助事業がなくなっていくよではなくて、先進的なことまたはモデル的

なことなどをしていくことによってそういうものが普及効果を持っていくということ

で補助事業というのが成り立っていくのではないかというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

○重富邦夫議員 

 しかし、国の総理大臣のほうは成長産業になすというふうな思いを持っておられる。

成長産業になすということは、産業自体何も手をかけないでみずからが稼げる、そう

いったものが確立できることが成長産業というものだと私は思っております。民間の

農家が、補助金等は今、補助金がなければなかなか成り立たない、そういった世界に

なってしまってるんですが、これをだんだんと大きくなして自分たちで利益が出るよ

うに、そういった形をつくって補助金の使い道というものを考えていこうというふう

な思いがあるんだろうかなというふうに私は思っているんですが、この白石町、農業

全体で見てみますと、米、麦、大豆ということよりも支えになるというのが施設園芸

や野菜類だというふうに思っております。個人の大規模農家というものを含め園芸農

家等の強化というものを私これから図るべきではないのかというふうに思っておりま

すけれども、御見解をお願いいたします。 

 

○堤 正久農業振興課長 

 国の方向というのが御質問にございました。国は農林水産業の成長産業化に向けて

農地の大区画化や農業水利施設の長寿命化、高収益作物の導入、加工や販売施設、集

出荷施設などの整備、６次産業化、輸出販売競争力強化など総合的な基盤づくりを行

い、他国との貿易協定を念頭に置いて輸出を主体とした農林水産業の成長産業化を目

指すというようなことで国のほうが現在考えているところでございます。御質問あり

ました米、麦、大豆というところと施設園芸等の今後の振興策というようなことでご

ざいます。農業の従事者数、生産者数等を見ますと、水稲がその生産者の中で数字で

いきますと2,210名程度、大豆が1,220名程度、それからタマネギがうちの露地野菜で

最も主流なタマネギについては1,660人程度が生産者ということで、白石町も幾ら主

経営がタマネギと申しましても米、麦、大豆をまず念頭に置いてやっていくことが非

常に大切かというふうに思っております。そこで、それにプラスタマネギ、レンコン

の露地野菜にあわせてアスパラ、イチゴが主流でしょうけども、イチゴとかアスパラ

とかキュウリとかの施設園芸を取り入れていくというのが非常に大切なことではない
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かなというふうに思います。この施設園芸といいますのも、労力的に相当な労力を要

するという問題もございます。白石町でもイチゴというのは白石のイチゴというのは

結構有名な作目ではあったんですけども、年々労働力という点から若干ずつ農家が減

っているようなところもございます。そういう施設園芸でございますけども、全体的

に佐賀園芸なりの県単事業なり国庫だとハウスとか結構要件が厳しいというようなと

ころもありますけども、佐賀園芸等を利用しながら、また個人的にやっていく場合に

ついては農業近代化資金等も流用しながらやっていただきたいと思います。施設園芸

の振興と申しましても町がこの作物をつくりましょうというようなことはなかなか言

えないものでございまして、農業者の経営といいますか、経営の考え方によって作目

が決定されていくのではないかなあというふうに思います。その施設園芸等々の指導

等についても普及センターもしくはＪＡの指導員等々もあわせながら指導とか助言を

行ってまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○重富邦夫議員 

 作物というのは、ことしよかったら次の年はふえ、悪かったら次の年には減るとい

うふうな現象を繰り返しているわけであります。ことし去年のタマネギが余りよくな

かったためか、遊ばせた農地というものも多く、作付面積確保のため推進しやすいよ

うに露地野菜等の定植までの助成をやるとか、キャベツのリスキーな時期の11月、

12月に支援をしたりだとか、これは一つの案ですね、タマネギのマルチに関しても、

早いうちに価格が高いうちに売りたいというふうな心理からか白マルチというものに

集中しやすく、少ない緑や黒というものが、やはりマルチ自体も高くて、そこに助成

をやるなど、作付分散という意味でも必要ではないかと思います。そこはより高値で

売買をするために生産者とＪＡなり民間の青果屋さんなり、買い付けしながら一番に

交渉するところと両方がどういった仕事をやってるのか、どういった駆け引きをもっ

て市場で売り買いをやってるのかというものをお互いこれ内容を理解しておくという

ふうな必要があると思うんですね。そういったときに町はこの農業関係機関と一体に

なって協議をすべきだろうというふうに思います。これは全体的にバランスよく高値

で売りたいという思いから税収にも影響というものが出てきますから、経済を動かす

という意味で申しているところではございます。そういった助成関係もどのようにお

考えになるのか検討していただきたいというふうに思いますが、どのようにお考えで

しょうか。 

 

○堤 正久農業振興課長 

 タマネギのマルチが多くなっているけどもマルチへの助成はというようなことだと

思います。タマネギの話ですけども、以前は露地、晩生ですね、からタマネギが始ま

ったわけですけども、多くは以前はそうでございました。それと、市場の関係、それ

と労力の関係と労力を分散するという考え方からわせのほうにどんどんいっているも

のだというふうに思っております。白石町のタマネギでは春一番から始まり晩成のも

みじあたりまで入っていこうかと思っております。その作型については各個人の方の
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経営のあり方、労働力のあり方、それとその品種に対するこだわりとかいろいろあろ

うかと思っております。マルチについては、もうタマネギの相当数をマルチ栽培をさ

れているということを考えれば、マルチに対しての助成というものは現在のところ考

えているところではございません。 

 以上でございます。 

 

○重富邦夫議員 

 それでは、法人化組織からの話でありますが、既に登記をされたところもあり、い

ろいろと問題もあるようで、現場の実作業というものに関して、例えば15軒で法人化

をしましたと、しかし実際作業をする後継者といいますか構成員ですね、それが５軒

であったと。作業のときに出てくる人がいなかったり、作業をする、そのする人自体

が少なかったりとかで、自分のところだけでも大変なのに、集落の面倒まで行き届か

ないといった話がございます。単純に人材不足ということですね。これ、法人化で米、

麦、大豆の中で人材がいるところはいいんですが、いないところ、人間を雇用すれば

いいんじゃないかというふうな話なんですが、これそんな定期的に自分たちのいいと

きばっかりにというわけにもいきませんので、年間で仮に雇用をしたというふうにし

たとき、これやはり遊ばせてしまうんですね、あと給料をどうするのかというふうな

問題もございまして、また個人でやってる農家さんもあと一歩大きくしたいんだけれ

ど年間の給料というものを確保できない、作物というものは乱高下しますから、そこ

の収入というものを確保できないというふうな懸念があって、あと一歩踏み出せない

というふうな現状があると思います。この人材問題というものにどのように解消され

ていくお考えなんでしょうか。 

 

○堤 正久農業振興課長 

 白石町の中での法人化という現在の動きから申し上げます。有明干拓支所管内が集

落ごとに法人化を２箇所なされておりますけども、現在ほかの箇所についてはほぼＪ

Ａの支所管内を範囲として集落営農の法人化が計画をなされているところでございま

す。そういう話し合いの中で現在進んでおります。須古地区については２箇所に分か

れているような状況でございますが、おおむねＪＡの支所単位ということでなされて

いくというふうに思っております。例えばの話で議員のほうから15名の法人に対して

５名の作業をする人しかいないというようなお話でございますが、米、麦、大豆の主

体的な考え方の中に、現状の米、麦、大豆をつくっている方式ですね、この方式とい

うのはほぼ変わらないというふうに思っていただければよいかと思います。自分の田

んぼについては自分がまず耕作をするということになります。機械とか施肥用の肥料

とか農薬とか、そういうものを共同で購入をしていくよと、法人が購入をするよとい

うようなことでコストの縮減を図っていくと、それと出荷についても共同で出荷をし

ていくよというようなことでやっていくということになります。基本的に自分の家の

農地は自分で耕作をしていくということになります。離農をされた方とか、もうちょ

っとけがで今のところ営農ができないよという方たちの農地をそこの構成員が耕作を

していくというようなことで考えられているのが現状になります。給料をどうするの



- 44 - 

かという話でございます。やはり自分がつくった水田から所得が上がります。その所

得については一度法人が所得として受けなって経費というのがかかると思います。そ

の経費等を差し引いて従事分量配当として各農家さんへ黒字の分について配当をして

いくということになります。法人は次の機械の購入とかいろいろなもので翌年度の資

材の購入費とか、そういうものが必要になるというふうに思いますけども、そういう

ものを積み立てていくというようなことで、基本的に集落営農の法人というのは農協

法に基づく農事組合ということになりますので、もうけができないということになり

ますので、黒字の分は全て機械等の積立金を除いて各農家さんへ従事分量配当として

配当をしていくということになります。 

 以上でございます。 

 

○重富邦夫議員 

 それでは、次の農業委員会及び農地制度改正による農地集積事業などの変化、また

これから農業委員会が果たす役割についてお伺いをしたいと思います。 

 農地集積集約化について本当に地域の実情というものをよく理解している農業委員

の役目というものは本当に大きなものがあるというふうに思います。例えば集積され

ようとする農地の両隣に担い手と担い手の方が隣接をしていたとした場合、その両隣

ともその農地を欲しがったといった場合、またその逆の場合もしかりですね、また家

の周りにカギがついたつくりにくい農地や、狭く形の悪い、また排水関係で環境がよ

くない農地、生産性に乏しい農地、こういうところのやりとりというものはどういう

ふうな、どのような判断をもってこれ結論というものを出すんでしょうか、お願いい

たします。 

 

○西山里美農業委員会事務局長 

 先ほど来から農業者の問題というのがいろいろ言われておりますけども、農業委員

会のほうにつきましても大きなものが集積事業としましては農地法の改正が随時行わ

れてきております。平成21年に改正のあった後に農地利用集積円滑化事業というのが

創設されまして、円滑化団体でありますＪＡを通した農地の貸し借り、そういうこと

で農地の集積が進められてきております。その後、人・農地プランがつくられ、それ

から平成26年からは農地中間管理事業というのが創設をされました。これは貸して、

借り手の中間をその公社のほうが橋渡しをしまして地域の農家の方につくっていただ

く方に貸したいということで事業をされてきたわけでございますけども、農地の貸し

借り、それから売買につきましては、そこの地主、地権者の方の意向がもちろん重要

でございますけども、どうしても自分ではできないということでありましたら、そこ

を隣接の方両方に、同じような条件の隣接の方がいらっしゃったら、その方を含め両

隣の隣接の方のどちらがつくったほうが一番今後の農地利用のほうが効果的にできる

かというのを地権者、それから借り手、それから地元の農業委員等入っていただきま

して検討をしていただいて、よりよい借り手、買い手のほうに農地のほうを集積をし

ていただくということで、売買につきましても同じような条件でございまして、いき

なり農地ができないから売ると言われる方も、その前にはどうしてもつくり切らんけ
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んということでしばらく何年か借りてつくってくださいということで貸しておられる

方もいらっしゃいます。そういう方は基本的に今借りておられる方が農地をそのまま

利用されるのが一番効果的に利用できるのではないかなあということでまずお話をし

ますが、買うというのはなかなか大変な決断でございますので、その場合はどうして

もその方が無理ということであれば隣接の方、隣接の方も無理ということであれば地

域の方ですね、そういうふうにしてだんだん範囲を広げていきまして、よりよい農地

集積で農地の維持ができるような方法をとっております。 

 それから、白石町におきましては宅地周りが農地ということで、そういう地形のと

ころがたくさんございまして、どうしても、借り手、買い手が少ないような状況でご

ざいます。そういうところが出たときにも条件的にお互い話をしていただくわけでご

ざいますけども、排水が悪いところとかは暗渠事業を双方話し合って折半して出され

たり、それから地主さんが自分で投資をしますということでその事業をされたり、ケ

ースに応じていろいろ話し合いをしていただいております。今、農業委員さんも地元

の方から頼まれて農業委員をしよう間に条件の悪か農地ばっかりいっぱい自分のとこ

ろに寄ってきたというふうに笑い話のように言われてる方もいらっしゃいますけども、

もうそういうちょっと形が悪かったり狭い農地でありましても、隣接のところを借り

れれば大きな農地になるということで、そういうふうにしてだんだん集積を進めてい

ただいて、つくりやすい農地ということで利用をしていただきたいなあと、耕作、荒

れてる農地がないというような状況に地域の方で持っていっていただきたいなという

ふうに思っております。それにつきましては先ほど農業振興課長が言いましたように

法人化というのも大きな組織として力になっていただけるのではないかなというふう

に期待をしております。 

 以上です。 

 

○重富邦夫議員 

 この白石の農業を成長産業として発展させていくためにも、この農業委員会の果た

す役目というものは本当に大きなものがあるというふうに思います。白石町の運営の

発展に関しても、これは非常に関連性の深い分野だというふうに思っておりますので、

広い視野を持って取り組んでいただきたいというふうに思います。 

 それでは、次の質問に行きます。 

 ２個目の防災計画についてでございますが、５月23日に、私、熊本県の益城町のほ

うに実際に震災をされたというふうなことから、それを受けてどうだったのかという

ふうなことで話を伺ってまいりました。まずは熊本地震でお亡くなりになられた方々

のお悔やみを申し上げますとともに、被災された方々のお見舞いを申し上げ、益城町

の貴重な御意見というものを重く受けとめ、その内容を紹介しながら質問をしていき

たいというふうに思います。 

 益城の町に行ったとき、まだまだ路地を曲がれば解体工事が行われていたというふ

うな状態で、特に目立ったということは、もう更地が多かったというふうな印象でご

ざいました。応急的な措置を講じなければいけないものは大分に片づいてるのかなと

いうふうなところで、大部分的な復興がこれからなんだろうというふうな感じを受け
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ました。あとはお店とかができない、震災で被災をしてお店とかができないというと

ころが10店舗程度集まってテントとか仮設のプレハブ等を利用して一つの塊として商

店街みたいな形で商売をされてたところが幾つかございました。町の商店街の方々た

ちですね。そういったところで復興、本当の復興にはまだまだ時間がかかるのかなと

いうふうな思いでした。そういった地震に対してなんですけれども、これ熊本地震と

同規模の地震が本町において起こった場合、白石町ではどのような被害を想定をされ

ているのか、お考えをお願いします。 

 

○松尾裕哉総務課長 

 熊本地震のような地震が起こった場合の白石町の被害想定ということでございます

が、本町では平成25年度から26年度に行われました佐賀県地震被害等予測調査結果を

もとにいたしまして白石町地域防災計画の中で災害対策の基礎となります地震の想定

を設定をいたしております。議員御質問の熊本地震と同規模の地震が起こった場合の

被害想定としましては、佐賀平野北縁断層帯という断層がございますが、それにより

ます地震が白石町でも一部震度７となるような地震が起こるという想定が先ほど申し

ました予測結果に基づいて数値が出ております。その数値を申し上げたいと思います

が、震度７、このような地震が起こった場合につきましては、建物被害につきまして

は火災の被害が最も多くなる夕方18時の想定で１万9,000棟中、全壊・焼失棟数が約

900棟、全壊・焼失率が4.7％です。それから、半壊棟数が約2,800棟で率としまして

は14.7％を想定いたしております。また、人的な被害につきましては、大多数の町民

が住宅におられ死者数が最も多くなる冬の深夜を想定をいたしまして、その時間帯に

滞留人口が約２万6,000人中、死者数が60人、率としまして0.2％、負傷者数が約

490人、率としまして1.9％、自力脱出困難者数、約100人で率としまして0.4％を想定

をいたしておりまして、非常に多くの町民が被災されるということが予想されており

ます。 

 以上でございます。 

 

○重富邦夫議員 

 益城町の防災計画はどうでしたかというふうな質問に対して、主に風水害に対して

の防災計画であり、地震の防災計画もそれを応用したものであったと、大規模的な地

震であったため、その防災計画自体が全くもって通用しなかったというふうな話でご

ざいました。５月31日に熊本市の防災計画改定案というものが出されておりますが、

やはり聞き取りをした内容とほぼほぼ合致をしてるところもあるのかなというふうな

思いもしておりますが、一番の痛手として本町が被災をしたと、本町内にある電算シ

ステムというものも同じく被災をし故障し、防災計画の実行というものに大きな支障

となったというふうな話でございました。そこの中で連絡というものはどういうふう

にしましたかというふうなことで、広報というものは、そのシステム自体がだめにな

ったからできないと、しかし携帯電話等は使え、被災地内だけで使えるように、外部

から入ってこないようなことを管理をしてもらったというふうなことでございました。

災害対策本部をもう本庁舎がやられて、また別の候補のところも設置できる状況にな
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かったということで、災害対策本部を設置しようにも設置し場所というものがなくて、

最初はその庁舎の外に使えるものを何でもかんでも中から引っ張ってきて外に設置し

たということでした。その後、使えるところというものが保健福祉施設なんかにあっ

たということで見つかって、施設内、そこに設置をされ、その施設内に幾つもの組織

が入り乱れたというふうな話でありました。注意点として、そこにはマスコミという

ものがいっぱい来て情報の管理というものが本当に心配をされたと、誤った情報が流

れないように、もうみんな狭いところでぎゅうぎゅうで入り乱れておりますから、そ

ういったところで変な情報が流れないようにというふうに、そこはマスコミと連携を

しながらやられたというふうなことでございました。その地震の被災地において熊本

の益城町のほうでは役場や避難所が機能不全に陥ったことにより数々の想定外の問題

というものが発生をしております。このような被災された自治体というものの教訓と

いうものを生かし防災計画の見直しや避難マニュアルの策定というものを行うべきで

はないだろうかというふうに思いますが、いかがお考えですか。 

 

○松尾裕哉総務課長 

 熊本地震におきましては、議員がおっしゃいますとおり役場や避難所が機能不全に

陥ったことにより想定しなかった問題が発生したということは伺っております。今月

の６日に白石町の防災会議を開催をいたしました。その中で地域防災計画の改修を行

いましたが、熊本地震から得た教訓から修正を加えたものも多数ございます。例えば

避難所に設置してありますつり天井等の非構造部材が落下して使用できなくなったこ

とが問題となっておりました。このことから、非構造部材の耐震化を確保し、非常時

に継続して使用できるようにというようなことで修正を行っております。また、熊本

地震では多くの被災者が車上やテントでの避難生活を送られました。このことから町

で大規模な駐車場について調査、把握をし、災害時に使用できるように施設管理者と

協定を締結し、避難所に準じた運営を行えるように体制を検討すること等も修正をし

ております。今後も災害の教訓を踏まえまして地域防災計画の改修を随時行っていく

所存でございます。 

 また、住民向けの避難マニュアルでございますが、平成24年９月に作成をして配布

をいたしておりますので、もう５年も経過いたしております。今改定時等に熊本地震

の教訓を修正等に加えまして住民の皆さんに周知をしていきたいと考えております。 

 以上です。 

 

○重富邦夫議員 

 実際、地震というものを受けて、本当にその現場というものが混乱をしたという中

で、救助活動、物資の配送など、そういった支援活動というものが必ず出てくるわけ

なんですが、そういうところに地域住民の助け合いといいますか、自助はもちろんの

こと共助、公助というこの３つのバランスというものが問われるんだろうというふう

に考えております。ここで物資の輸送、備蓄品ですね、を指定避難所に配送するとき

に、もともと配送をする業者とこういうことがあったらお願いしますというふうな提

携をされてたというふうなことでしたが、指定避難所だけでなく公園であったり空き
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地やほぼ屋外ですね、そういったところの行政が管理してないところの場所に避難を

された、車の中だったり、そういうところを把握するのにこの提携をされた配送の業

者さんではちょっと正直無理があったというふうなことで、ここは自主防災というこ

とで、地元の区長さんに来てもらって集めてもらって統治をしてくれないかというふ

うなことでお願いをしたところ、地元ということで誰がどこに住んでどの辺にいると

いうものはよくわかってらっしゃったようで、その物資の配給については本当にスム

ーズにいったというふうな話を受けました。そこで、人命救助ということに関してで

すけど、人力で人命救助をするのにも限界があるということで、重機というものがも

のすごく役に立ったという話だったんですね。この重機を確保する、地域に、この近

くに、誰がこの重機を持ってるのかとか、白石町にも建設業者幾つもありますから、

リース屋さんもありますし、重機は数多くあると思います。しかし、スピードが要さ

れるということで、近くの現場にいる人がすぐに、あっ、誰々が持ってるからという

ふうな対応ができるようなシステムができればなというふうな思いを持ちながら話を

聞いておりました。これが建設業者さんの重機が遠くにばっかり行ってたら、もうす

ぐに持っていくことがなかなか不可能なことから、小さくてもいいから近くにあるも

のが、そういったところの把握も大事なんだろうというふうな思いをしております。

それに消防団活動として火事はなかったんですかという問いに対して、消防団活動、

600人から700人というふうにおっしゃってましたが、避難誘導をするときにブレーカ

ーを落としてください、ガスを閉めてくださいというふうな声かけ、呼びかけを行っ

て避難誘導をされております。そういったところから通電火災は０件、前震のときに

たまたま、たまたまと言ったらちょっとあれなんですが１件小規模の火事が起きただ

けだったというふうな話でした。水源もない悪路である状況の中、火災が起こってた

ら本当にどうなってたんだろうというふうな話でもございました。こういった被災地

において消防団活動とか住民の助け合いが本当に大きく役割としてあるんだろうとい

うふうに今思っております。大規模地震を想定した避難訓練の実施と住民同士が助け

合う意識の向上のため自主防災組織の推進というものが必要ではないかというふうに

考えますが、いかがでしょうか。 

 

○松尾裕哉総務課長 

 おっしゃられますとおり日ごろから地域に密着した防火、それから防災活動を行っ

ている消防団につきましては、過去の大規模災害の例を見ましても消火活動、救助活

動、危険箇所の警戒活動など幅広い活動に従事し、役割の重要性が再認識をされてお

ります。特に白石町消防団員は1,169名という大規模な要員を有しておりまして、大

規模災害時に重要な役割を担っていただくことを期待しております。しかしながら、

大規模災害発生時の消防団活動や行政が住民一人一人に行う公助には限界がありまし

て、住民同士が助け合う共助が災害発生初期から避難生活、復興と向かう中で非常に

重要なものがあると認識をいたしております。その共助の中心となる自主防災組織の

結成が全国で進んでおります。白石におきましては組織率が伸び悩んでおりますが、

結成されている組織の中には先進的で活発な活動を行われている組織がございます。

組織化する上で最も重要なのはリーダーの発掘、育成という部分で参考にさせていた
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だき、きちんと機能する自主防災組織をふやし、組織率の向上に努めていきたいと考

えております。 

 また、住民参加型の避難訓練につきましては町主催で年１回小学校区ごとに開催を

しており、毎回地域の実情に合わせた災害想定を行い、災害対策本部設置訓練、要配

慮者避難誘導訓練、それから防災講話などを避難訓練とあわせて行っているところで

ございます。議員御質問の大規模地震訓練を想定した訓練等でございますが、過去に

は地震想定の避難訓練を実施した地区もございますが、今後は熊本地震の教訓を踏ま

えまして実践的な避難所運営訓練を行うなど内容の充実を図っていきたいと考えてお

ります。 

 なお、町内で結成されております自主防災組織の中には独自で避難訓練を行ってる

組織がございます。町が主催します小学校区程度の中域的な避難訓練と並行しまして

できるだけ小域で組織された自主防災組織で自主的に訓練を行っていただくことが共

助の意識をより高めることにつながると考えております。このようなことからも自主

防災組織の結成の推進に今後力を入れていきたいと考えております。 

 以上です。 

 

○重富邦夫議員 

 持ち込み資料の３ページ目の避難者の状況というところを見てほしいんですが、こ

れ前震が来た後、16日の本震というものを受けて、次の日の17日の朝に人口３万

4,000人に対して、今、１万6,000人、約半数の方が指定避難所10箇所に避難をされて

います。これ、把握できている数字で、把握できてないところは含まないというふう

なところでしたので、まだ実際は多いんだろうと思います。そういったところで痛感

をされたのが対応する職員の数であったと。10箇所の指定避難所に10人から15人を配

置をし、職員の数が一般職として180名の中で対応に当たらなければいけなかったと

いうふうなことでした。そこに対して、その中には防災組織の人員も必要でございま

す。通常業務の人員も必要でございます。それと、対策班、これも必要でございます。

この対策班も30名内で構成をされた、そもそも人間が少なかった、職員が少なかった

と言われておりました。そういったことから大規模災害時、この災害対策と並行しな

がら通常業務を行うということは、本当に綿密な計画と訓練が必要と思われます。本

町において業務継続計画、このＢＣＰの策定の状況についてお伺いをいたします。 

 

○松尾裕哉総務課長 

 業務継続計画につきましては、災害時に行政みずからも被災し、人、物、情報等の

利用できる資源に制約がある状況下において優先的に実施すべき業務を特定するとと

もに業務の執行体制や対応手順、継続に必要な資源の確保等をあらかじめ定める計画

でございます。過去の大規模災害で地方公共団体が被災し庁舎や電気、通信機器の使

用不能、職員自身の被災等により一時的に行政機能が失われる深刻な事態が発生し災

害時の対応に支障を来した事例が多かったことから、国から全国の地方公共団体に早

期策定を促されております。まだ白石町には策定しておりませんので、早急に策定に

取りかかっていきたいということは考えております。策定の仕方につきましては現在
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協議中でございますが、庁内全組織にかかわることでございますので、各課から選出

しました町職員から成る策定チームを結成するなどしまして非常時に実施する優先業

務の検討を進めるなど各課の意見調整を行いやすい体制で進めていきたいと考えてお

ります。 

 また、計画策定と並行しましてワークショップや地図上でやる図上訓練等を実施し

まして職員が災害対応について考える機会を与え、ただ単に計画を策定するだけにな

らないように、あわせて職員の意識向上にもつながるような方法で策定を考えていき

たいと思っております。 

 以上です。 

 

○重富邦夫議員 

 ＢＣＰ、防災対策というものは自然災害が対象ということでございます。ＢＣＰは

幅広い想定外のリスクというものも対象となり、防災対策以上の想定をしなければな

らない非常に本当に奥の深い計画だろうと捉えております。ＢＣＰというものは、こ

れはまだ法制化まではいってないんでしょうか。 

 

○松尾裕哉総務課長 

 内閣府におきまして地震発災時における地方公共団体の業務継続の手引きとその解

説というのが策定を平成22年４月にされております。それに基づきまして地方公共団

体における業務継続計画の策定促進を図っているというようなことで、必ず今言った

作成をしなければならないということではないのではないかと思っております。 

 以上です。 

 

○重富邦夫議員 

 これ大企業の約７割が策定済みまたは策定中というふうにされております。この流

れから系列会社や孫会社への策定の圧力というものがかかる可能性というものもござ

います。仮に白石町での企業というものが、仮にＪＡ団体が、そのＢＣＰを策定をし

たといたします。そういったとき、まずは自社企業の防災に尽力を尽くし白石町の防

災は手薄になるというふうな可能性というものも考えられますが、こういったときお

互いの役割というものはどのように考え想定をしていたらよろしいのでしょうか。 

 

○松尾裕哉総務課長 

 業務継続計画につきましては、特に重要な６要素というものがございます。まず、

市長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制、それから２番目に本庁舎が使用で

きなくなった場合の代替庁舎の特定、３番目に電気、水、食料等の確保、４番目に災

害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保、５番目に重要な行政データのバック

アップ、それから６番目に非常時優先業務の整理という６要素がございます。これに

基づきましてするわけですが、先ほど申しましたように各課職員等でつくりながら策

定をしていくという中でございますので、議員おっしゃいますそういうような事態も

発生してくると思いますので、この辺も含めて策定をしていきたいと考えております。 
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 以上です。 

 

○重富邦夫議員 

 これは本当に想定の上に想定をされて本当に難しい計画だろうというふうに思いま

すが、今の話でもありましたとおり、今後ますますこういったところが問われてくる

かというふうに思います。最後までしっかりとした防災計画というものをつくってい

ただき、私が聞き取りをした益城町での話というものを報告書として総務課のほうに

上げますので、ぜひとも参考にしていただければというふうに思っております。それ

で、これは補足ですが、被災地のその復興のところで問題となったことが空き地の財

産相続登記というものが復興の妨げになっているところがあると、所有者が誰なのか

不明ということが、そういうところも一部あるということをお伝えをして私の一般質

問を終わります。 

 

○片渕栄二郎議長 

 これで重富邦夫議員の一般質問を終わります。 

 以上で本日の議事日程は終了しました。 

 あすは議案審議です。 

 本日はこれにて散会します。 

 

15時35分 散会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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